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平成２６年第３回豊能町議会定例会会議録（第２号） 
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場 所 豊 能 町 役 場 議 場 
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      １３番 西岡 義克     １４番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  田中 龍一      副 町 長  中井 勝次 

教 育 長  石塚 謙二      総 務 部 長  内田  敬 

生活福祉部長  木田 正裕      建設環境部長  石田  望 

上下水道部長  高  秀雄      教 育 次 長  今中 泰行 

消 防 長  高田 龍二      会 計 管 理 者  川上 和博 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  乾  利昭      書 記  杉田 庄司 

書 記  増田  稔 
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議 事 日 程 

平成２６年９月４日（木）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３０分 

 

○議長（竹谷 勝君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。 

  質問者は質問者席に登壇して、質問を行

ってください。 

  イノベーションとよのの一般質問を行い

ます。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて１

２０分とします。 

  永並啓議員を指名いたします。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  おはようございます。 

  ９番・イノベーションとよのの永並啓で

す。それでは、質問させていただきます。

時間が限られてますので、端的に、明確に

答弁をいただけたらと思います。 

  まず、教育問題について質問させていた

だきます。３月、６月議会にも質問してま

すが、郷土資料館の資料の活用方法という

ことであります。今の時代、何かをつくっ

て、そこに人を集めるということは、かな

り特徴的なものがない限り難しいと思いま

す。そこで、逆転の発想で、その郷土資料

館の資料を学校に分散展示をし、子どもた

ち同士で教え合う社会見学ウイークという

ものをつくってみてはどうかということを

提案しました。それについて検討結果、お

聞かせ、進捗状況をお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  学校に分散展示をということで、６月に

御提案いただいた件でございますが、６月

にも御回答させていただいてますとおり、

今現在、学校からの希望もあったというこ

とで、必要に応じて、町内小・中学校を対

象に貸し出すためということで、学校から

の希望をとって貸し出していこうというこ

とで動いておりますが、今現在、６月から

は、貸出については展示というところまで

は進捗してない状況でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ６月のときから変わってないということ

ですが、やはり学校任せにしていたら多分、

これからもずっと同じような感じだと思い

ます。６月のときも言いましたけど、私が

提案しているこれの一番の目的は、学校間

での交流ですね。今ほとんど豊能町、あり

ません。学校間での交流と、それと生徒同

士が教え合うということなんです。だから

資料というものは、郷土資料館の資料を使

ったらいいだろうなとは思いますけど、ど

んなんだっていいんです。そこを目的にす

るためには、やはり教育委員会がこういっ

た制度で学校間の交流を図っていきたいと、

子どもたちで、自分たちで調べたことを自

分たちの友達に教え合うと、そういうこと

を進めていく姿勢が必要だと思いますけれ

ども、そこについて、お考えをお聞かせく

ださい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  今現在、西地区の小学校、中学校、それ
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から幼稚園、保育所も含めて、どういった

教育の連携ができるかというところで、学

校間で検討をなされているところなんです

けれども、郷土資料館の資料を材料にして

というところでは、まだ教育委員会も含め

て具体化のお話はできてないところですの

で、一つの材料として、連携の材料として

検討の材料とさせていただきたいと思って

おります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ぜひとも、特に豊能町って余り郷土愛と

いうのが育ってないんじゃないかなという

感じがします。新興住宅街の弱点であるか

なと思うんですけど、そういったこともあ

って、豊能町にはこういった郷土の資料が

ありますよということを自分たちで学ぶ、

教えてもらうだけじゃなくて、自分たちで

学んで、それを報告、発表する、誰かに教

えるということは、非常に教育的な面から

もいいことだと思いますので、ぜひとも前

向きに検討していただけたらと思います。 

  次に、クラブ活動における専門的な指導

の導入についてお伺いします。 

  中学校のクラブ活動のスタンスというも

のは、特に公立の学校においては、どちら

かというと参加することに意義があるとい

うようなスタンスかなと思っております。

そういったこともあり、指導方法といって

も専門的な人が教えるのではなくて、先輩

が後輩を指導するというような形になって

いるのかなというふうに思います。やはり、

同じように時間を使うのであれば、効率的、

効果的にトレーニングなりをして、少しで

も上達するようなことになったほうが、子

どもたちのやる気にもつながってくるだろ

うし、そういったことを考えると、やはり

専門的な外部の指導者というものを導入す

るということが必要かなと思いますけど、

お考えをお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  教育基本法に基づきます教育振興基本計

画、こちらのほうでは、まず中学校でござ

いますが、運動部活動の充実を図るため外

部指導者の積極的な活用を促すということ

で、国の方針でもこうなっておりまして、

本町におきましても、ソフトボール部、そ

れから野球部、卓球部、バドミントン部、

文化系では吹奏楽部等において、地域の専

門家等に支援をいただきながら、部活動指

導の充実に努めているところです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  やはりこれからも進めていって、それと

もう１点は、東能勢中学校と吉川中学校と

の交流ということで、まずクラブ活動とい

う面からでも一緒にできないかなというこ

とをお聞かせください。これまで私は、塾

や習い事教室を学校にということを、多分

日本で一番最初じゃないかなと思いますけ

ども、提案してきました。残念ながら実施

には至っていませんが、他市町村と大きく

違うのは、他市町村は塾を入れて学力を上

げるということですけれども、私が提案し

ているのは習い事教室も誘致したいと。つ

まり、そこにどういう目的があるかといい

ますと、子どもたちの選択肢をふやす取り

組みをしたいんです。例えば子どもたちの

人数が少ないとか、親の事情とか、家庭の

事情とかで、やりたいことがあるのにでき

ないということをなるべく少なくしてあげ

たい。だから学校で、いろいろな選択肢を
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ふやすために、いろいろな習い事教室を誘

致したいということを言ってきました。そ

ういう環境、外部の指導者が専門的に入る

ことによって少しでもうまくなったら、そ

こを一生懸命やろうかなというようなこと

にもなりますし、これは僕は勉強でも言え

ることだと思うんですね。いやいややった

ことってすぐ忘れます。やはり勉強にして

もスポーツにしても、うまくなりたい、学

びたいという自分たちの思いがあって初め

て大きく伸びるんですよ。やはりそういっ

たものは、どこに子どもたち、どこに興味

をひかれるかというのはわからないんです

ね。だからそこを選択肢をふやすために、

いろいろな経験、体験のできる場面をつく

っていただけたらと思います。そしてまず

は東能勢中学校のクラブ活動、今かなり少

なくなっていますが、それをまずは吉川中

学校と一緒にやる、そうすることで交流と

かも図れますから、そういったことを検討

してはどうかと思いますが、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  まず、子どもたちのいろいろな経験をと

いうことで、今年度の一つの取り組みとし

ては、土曜日の教育の充実ということで、

既存の学校での部活動にはない活動を体験

できる場ということで、地域の専門家等の

協力を求めまして、今年度から実施してい

くということで動き出しております。 

  それからもう１点、学校の規模が小さく

なってきて、望みの種目が編成できなくて

一つのチームがつくれないというような場

合、これも同じように先ほどの教育振興基

本計画の中でも触れておりまして、学校等

の実態に応じて、近隣の学校と合同で運動

部を組織し、日常の活動を行う複数校合同

部活の取り組みを促すということで、この

考え方からいくと、本町でも可能性を検討

する必要があると考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  これ、もう大分前からわかっていること

じゃないですか。なかなか、けつに火がつ

かないと動き出しませんけど、やはり早急

に、だって子どもたちの時間って、もうあ

っという間に３年間たってしまいますから、

そういった子どもたちの側に立つと、すぐ

にでもそういう選択肢をふやすような試み

というものは、できることは何だってして

いくことが必要だと思いますので、ぜひと

も早急に、移動手段の確保とかいろいろあ

るかと思いますけれども、考えていただけ

たらなと思います。 

  では次に、ユーベルホールの活用方法で

す。 

  ６月議会でも質問しましたが、これは町

長は、壊れたら直すと、本番中に壊れない

ように祈っているということを答弁されま

した。この発言は、トップとしては余りに

も無責任かなというふうに感じてしまいま

す。町長、答弁していて違和感感じません

か。お聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  祈っている、ちょっとそういう表現にな

ったかもしれませんけれども、私どもとし

ては今現在、万全を期しているというふう

に、できる範囲で万全を期しているという

理解でユーベルホールについては運営して

いただいているというふうに思っておりま
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す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それで、ことしに入って３回、リハーサ

ル中か何かでとまってますね。本番中にそ

れがとまっていたら、もしかしたら賠償問

題にもなりかねない。その場合の、もし、

見送るという判断をされるのはいいんです

よ。そうしたら、その場合のリスク、どう

いった対応をとるのかをお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  そのあたりにつきましては、私としては

今現在、万全を期しているというふうに考

えております。リスク、確かにリスクとい

うのは何にでもあることでございますけれ

ども、リスクというのは何でもあるという

ふうに認識はしております。そちらにつき

ましては、今ある機材で万全を期してやっ

ているというお答えでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  現に、ことしに入ってからだけで３回と

まっているという現実があります。リスク

は何にでもありますよ。でも、ユーベルホ

ールに関しては老朽化していることからも、

いろいろなところで壊れているという現実

があるんですよ。その現実を見ないんです

か。万全期してますか、それで。本当にそ

れで、祈っているという答えを、答え方を

変えただけで、結局は同じような答弁です

よね。万全を期してますって。じゃあ壊れ

ないですよね。たまたま１回壊れたなら、

まだ別ですよ。もう３回ですよ、ことしに

入って。そういった現状を踏まえてどうお

考えですか。再度お聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今、先ほど申しましたように、今ある体

制、今ある機材でもう万全を期すというお

答えでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  先ほどの御質問の、３度トラブルがあっ

たということでございますが、これが照明

器具の調光盤の操作卓の件と思います。そ

の件に関しては、本番に向けてリハーサル

のときに、光というか照明の、調光の照明

を照らす順番をプログラミングしながら自

動で操作できるようにセットしていくんで

すけれども、本番ではこれまでも不調は出

てないんです。特にリハでということで、

何回もプログラム入れ直して、とめたりや

ったりとか、動かしたりとかいうところで、

経年劣化による、いったら心臓部分がフリ

ーズしてしまうということで操作不能にな

って、一旦電源を落としたということで、

それの解決策として、調光操作卓に、調光

作業に支障がないように、調光の予備卓と

いうことでプログラミングを補助するため

の機械を今回追加設置しまして、万全を期

することといたしました。それ以後はフリ

ーズするということはございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 



 

 2－7 

○９番（永並 啓君） 

  そうしたら、もう壊れないということで

理解してよろしいんですね。そこだけお聞

かせください。大丈夫ですということで。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  絶対壊れないということじゃなしに、照

明それから音響機器もそうなんですけども、

経年使用によって相当劣化してるというこ

とで御指摘を受けております。ただ、音響

機器についても、ふぐあいが生じないよう

に、ＣＤプレーヤーであるとか音響スピー

カーであるとか、それからワイヤレスです

ね。チューナーのほうも修繕を実施してき

ておりまして、使用中に故障が起こるとい

うことのないように、最大の努力をさせて

いただいております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  わかりました。それで期待したいとは思

います。言葉だけですけど。 

  でも町長、やはりリスクはあると。それ

で見送って、改修を見送って、現に一旦は

とまったわけですね。そうしたら、その場

合の対応というものを一切聞かせてもらっ

てないんですよ。もし何かあってとまった

場合ですね。とまる可能性、僕はあると思

ってますよ、本番に向けて。そういった場

合にどういった考えを持っているのか。賠

償問題になって、払い戻しになって、お金

を払うんだとか、そういった演者の方たち

に何か責任、賠償を払うんだとか、そうい

う考えを持ってる、それもプランの一つか

と思います。どういった考えを、起こった

ときに持ってるかということをまだ聞いて

ないので、そこをお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  事故というのは、いつ何時起こるかわか

らないということは、これございます。で

すので、それはそのときそのときの対応で

やっていくことになると思います。今どん

な形で、どういう形で起こるかということ

もわかりませんし、ユーベルホールに限っ

た話でもございませんので、それはその場、

その場で対応していくことになると思いま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ユーベルホールでは一度、ユーベルホー

ルでのトラブルというのは明らかなんです。

わかるんですよ。リハーサルでやった同じ

ようなトラブルが本番で起こった場合、演

じている、見に来ているものが、例えば映

画をずっと見てて、途中でぱたっととまっ

たような、そんな感じですよ。それしかな

いんですよ。音響がとまったり、映像がと

まったり、どれかですよ。想定されるんで

す。そんな、どこか想定もされないトラブ

ルのことを言ってるんじゃないんですよ。

どこかからトラックが突っ込んできてユー

ベルホールが壊れたとか、そんなん言って

るんじゃありません。想定される、リハー

サルでも起こっているから本番でも起こる

だろうこと、想定されるトラブルについて

の対応ぐらいはとっておくべきじゃないで

すかと聞いてますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 
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  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  それにつきましては、それぞれの、想定

されることについては、今、先ほど調光盤

の調整でありますとか、現場で今、対応を

しているというふうに私は理解しておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  例えば演技中に、万全を期しております

が、そのときに電源が落ちたというような

段階では、場合によっては賠償責任が生じ

ると思います。あるいは切符の払い戻しで

すとか、そういったことが起きる可能性は、

全くないとは言えないと思います。私ども

教育委員会のほうは、それについての予算

については、ちょっと言い及べないところ

がありますから一概には言えませんけども、

一般論として、それは町として、教育委員

会として、そういうことが起きた場合には

賠償責任が生じる可能性があるというふう

に考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  実際、教育委員会のほうは改修をしたい

ということを言って、それを見送られたの

がこちら側、町長側だから、それを聞いて

るんです。なぜ、そういったことをわかっ

た上で、リスクを承知した上で見送ったん

ですねと。そうしたら、そのリスクという

ものはどういうふうに対応するかという、

今、教育長がおっしゃられたことですね。

そういったふうに何か起こったら払い戻し

とかそういった分の予算は確保しています

ぐらいのことをお聞きしたかったんです。

それを聞いてます。もうちょっと日本語と

いうか、済みません、私の説明が悪いのか

もしれませんけども、よろしくお願いしま

す。 

  次に進みたいと思います。 

  続きまして、特徴ある教育についてです

けど、６月議会で、豊能町で中学生まで全

て無料ということを検討してはどうかと言

いました。この背景には、６月で説明しま

したから省略しますが、本来教育というも

のは、私は誰にでも平等であるべきかなと

いうふうに考えております。習い事とかで

きないのは仕方ないにしろ、勉強さえ頑張

れば誰でも大学に行ける、学校にさえ行け

ば給食を食べて、最低限の栄養はとれる、

そうあるべきと考えています。親の事情と

いうものは子どもには関係ないわけですか

ら、やはり教育というものは、そういった

公立の学校でもきちんと勉強していたら、

極端に言うと東大に行くことだってできる、

そういった体制が必要なのかなと思います。

当然、負担は大きいですが、それくらいし

ないと豊能町に若い人は来ないと思ってい

ます。すぐには実現しない提案とはわかっ

ておりますが、一度試算していただきたい

と質問しました。もし試算できていたら結

果を教えていただきたいんですが、ただ、

町長は６月議会の質問で、医療費助成の話

になったときですね。取り消されましたけ

ど、今、多くの市町村で医療費を助成して

いることが異常な事態というふうにおっし

ゃられてしまうわけですね。取り消されま

したけど、やはりそういうのを聞くと、心

の中ではそういった子育て支援ということ

をそういうふうに捉えられているのかなと

いう、非常に残念な思いがあります。日本

全体が少子化を解消するためにさまざまな

施策を打って頑張っているのに、豊能町の

町長がそれを異常な光景のように見受けら
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れているということは、非常に残念で仕方

ないんですが、トップがそういう考えの中

で、私が提案していることなんて非常に超

非現実的かもしれませんけども、もし試算

していただいたのであればお聞かせくださ

い。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  中学までか、いえばその経費を無料化と

いうか、軽くしてあげるというような試算

は、今現在できてないところなんです。た

だ、学習の機会をふやすということで、今

後考えておりますのが、今年度から開始し

ていければと思ってるんですけれども、部

活終了後の補習授業であるとか、それから。 

（発言する者あり） 

○教育次長（今中泰行君） 

  はい。計算できておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  すぐにはできないというのは、私も理解

しております。ただ、なぜここまでして私

は若い人の呼び込みというものに力を入れ

るべきかといいますと、私は教育面以外で

も、この自治体というものはバランスが大

事かなというふうに考えております。行政

という組織も、組織を円滑に進めていくた

めには、あらゆる世代がバランスよくいな

いと、なかなか組織運営というものは難し

いのかなと考えています。これは企業や行

政組織だけではなくて、自治体、そこに自

治体を構成する住民であり、そういったと

ころにも言えるのかなというふうに思って

いるんですね。ある程度の住民の人数とい

うものを、自治体を運営するに当たっては

必要だと思いますし、それなりの企業があ

るということも重要だと思います。企業が

あることによって、そこでお金が回ってい

くんですね、働くことができますし。でも

豊能町の場合はそういった法人税、企業が

ほとんどありません。住民税で成り立って

いるような豊能町にとっては、そのバラン

スという面からすると非常にアンバランス

な形にあると思ってます。そういったこと

がありますから、その上でさらに住民の構

成までも、これから少子高齢化で圧倒的に

高齢者の方がふえてます。ここでもバラン

スが崩れてくるというのは、非常に自治体

の運営上難しくなるんじゃないかなと。災

害が起こったときに避難するには、やはり

それぞれの地域の若い世代がいないと、独

居老人なんかをどうやって運ぶのとか、そ

ういったことも考えると、やはりそういっ

たバランスというものが非常に重要になる

と思っておりますので、できること、いろ

いろなことに取り組んで豊能町に来ていた

だくということを、僕は正直焦っておりま

すので、そういったことを必要かなと思っ

ております。だから、すぐにはできないか

もしれませんけど、今どんどん子育て支援

ということでいろいろ拡大されています。

乳幼児医療にしたって、最初は小学生まで

と言われてたのが徐々に広がって、今は中

学生までしているところも多数あります。

いろいろな、先ほど次長が言ってくれまし

たけど、放課後にいろいろなことを取り組

んでいく、いろいろな子育て支援をして若

い世代を呼び込もうとしているわけですか

ら、ここで一つ、一度試算してみて、どれ

くらいの人数が来たら、全て教育にかける

予算が無料であっても何とかなるのかなと。

それよりも高齢者だけのまち、町を歩いて

も若い子どもとかの声が聞こえないという

のは、非常にまちとしてゴーストタウン化
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してしまいますから、やはりいろいろな取

り組みというものは考えていくべきじゃな

いかなというふうに思います。そこには教

育委員会だけじゃなくて、町長部局のほう

も予算づけというものは絶対必要になって

きますから、ぜひとも検討していただきた

いと思います。 

  次に、町政全般についてですけども、光

風台駅前エレベーターの必要性であります。 

  これまでいろいろと質問してきましたが、

私はつくづく町長の権限というものがでか

いなというふうに感じております。いろい

ろ、福祉面、防災面、災害面、いろいろと

メリット、エレベーターのほうがいいんじ

ゃないかというメリットを示しても、漠然

とした定住化施策ということでエスカレー

ターのほうが進んでしまう。すごい町長の

権限だなというふうに感じております。 

  私は正直、この町長のエスカレーターを

選ぶという判断が、豊能町が日本で笑い物

になる判断になるんじゃないかなと思って

おります。理由は二つあります。一つは、

行政の基本的な役割を放棄したということ

であります。それは社会的弱者の救済であ

ります。住民の中には、高い税金を払って

いるから、高齢者になってサービスの提供

を受けるのは当たり前だみたいなことを考

えておられる方も中にはいます。税金を貯

金か何かというふうに考えておられる方も

いるんですね。でも、税金により国が維持

され、社会的弱者の方が救済される、これ

で十分なのかなというふうに私は思ってお

ります。これからの少子高齢化の時代を乗

り切るためには、健康でお金がある人には

自力で何とか頑張ってもらうと。そして、

そのかわり病気になったりお金がなくなっ

たら、全力で行政が支えますと、こういっ

たところを徹底していかないと、そういっ

た考えを徹底して、行政はセーフティネッ

トの役割というものに徹底していかないと、

なかなか行政運営というものは難しくなる

んじゃないかなと思いますけれども、町長

はそれについてはどう思われますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  そういった考えも重要だと思っておりま

すが、こちらにつきましては、光風台駅前

につきましては、これまでの議論。 

（発言する者あり） 

○町長（田中龍一君） 

  そういった考えについては重要なことだ

と思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  多分そうしないと、もたないですよ。現

実に年金だって、支払額を徐々に、徐々に

延ばしてますよね。そういうことをしてい

かないと、この少子高齢化、ほとんど高齢

者の方が日本の７割の貯金を持っていると

いうような現実を考えると、高齢者の方に

は申しわけないけど、自分の力で、貯金が

ある人はですよ、頑張っていただいて、行

政はそういった支えるというところに徹し

ないと、多分回っていかないんじゃないか

なというふうに感じてます。なぜそういう

ふうに豊能町が、誰でも使えるエレベータ

ーではなくてエスカレーターを判断したの

か、そこで非常に疑問符が残るんですね。

やはりまずは誰でも使えるエレベーターを

選択するべきじゃないのかなと、それが一

般常識かなと思います。日本全体、いや世

界全体がバリアフリーの方向に進んでいま

す。岩城議員の質問でもありましたが、日
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本は障害者権利条約を批准しています。一

度確認させてください。ここでエスカレー

ターを選ぶという判断は、条約を批准する

前に進めていたことだからということで、

障害者差別解消法を含め、違反にはならな

いんですね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  今、まちづくり、例えば福祉のまちづく

り条例とかというふうなもの、それとか移

動の円滑化促進法という、国そのものがバ

リアフリーに向けて、国だけではございま

せん。自治体も含めてですが、取り組まれ

ているという中で、個々の法律に照らして

どうかというところでございますが、法が

目指すべきところと反するところというの

は、これはあるというふうには認識してお

ります。ただ、個別にはそれぞれ既存のも

のに対する考え方というのもございますの

で、今のところ、その法に抵触していると

いうふうには認識しておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  では、この判断というものが、障害者差

別解消法が施行された後の判断であればど

うですか。後に、既存ではなくてどっちか

を選択するんだということで選択した場合

はどうなりますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  先ほども御答弁させていただきましたよ

うに、それが望ましい方向であるというこ

とは、これはもう間違いなく、ないという

ふうに、これは言えると思います。今回の、

特に光風台の駅前のバリアフリー化につい

ては、これは種々御議論いただいたところ

かと思います。課題、問題点も、これはい

ろいろ御提起もいただきました。その中で、

既存の活用ということと他の手法というふ

うなことも含めて、考え方を述べさせてい

ただいてきたというふうなところでござい

ます。一定そのこともお認めいただきまし

て、種々御議論をいただきましたけども、

お認めいただきまして、今そこに向かって

進めさせていただいているということでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  普通、条約なんていうものを批准された

って、自治体に何か影響を与えるなんてこ

とないんですよ。金銭的な負担がすぐに生

じるなんていうことにはならないんです。

そういった、なぜこんな議論をしていかな

いといけないか。そういう判断をされる、

そういうことが非常に情けない。そんな際

どい、違反するか違反しないか、そういっ

たことをしないといけないような判断を、

今されてるという現実なんですね。僕はそ

こは非常に、今後、禍根を残すんじゃない

かなと思っております。 

  それでもう一つ、２点あると言ったもう

１点は、まともな議論、先ほど副町長は、

いろいろ、種々御議論いただきましたと言

われましたけど、やはり僕はしてないと思

ってます。というのは、こちらがいろいろ、

エレベーターのメリットをいろいろな面か

ら具体的に数値で出しました。でも町長か

らの答弁は、漠然とした定住化施策という

だけで、数値で返ってきておりません。や

はり議会での議論ですから、数値で示した

ら、答弁にも具体的な数値をもって示す必

要があると思います。ましてや財政健全化
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プランというものを実行しようとする段階

ですから、２０年で２億4,０００万円高い

という現実というものを選ぶ根拠を、やは

り数値をもって説明する必要があると思い

ます。それが最低限のトップの責任だと思

いますけども、町長どういうふうにお考え

ですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  こちらにつきましては、なかなか数値で

はかれるものでもないということもござい

ますし、これまでも多く議論なされてきま

した。地元とも行政とも議論をして、検討

会議の中でも多く議論をされてきましたし、

また、この議会の中でも多く議論をしてい

ただいて、今現在、基本設計、実施設計を

お認めいただいたものだと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  いや、これまでは議論できてませんよ。

私たちがいろいろ数値を調べて出したんだ

から、それに対して真摯に数値で答えると

いうことが、僕は議会での議論だと思いま

す。だって、そこの議論かみ合ってません

から、議論、全然深まってませんよ。エス

カレーターのメリットについて漠然と、何

も示されたことはないし。ではエスカレー

ターがある現在、人口流出は歯どめかかっ

てますか。お聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  人口流出は、残念ながら進んではおりま

す。ただ、これがエスカレーターとの因果

関係については、何とも言えないと思って

おります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  僕もそこに因果関係があるとは思ってま

せんよ。でも、なぜかというと、あなたが、

定住化のためにエスカレーターと言われた

から聞いてるんですよ。自分の言葉を、私、

町長の言葉を言って、それを聞いてるから

質問してるんですよ。途中に減ってるから、

それが因果関係があるとは思いませんと言

われたら、今までのあなたの、漠然とした

定住化施策と言ってたことと、どうなるん

ですか。変だと思いませんか、それは。そ

こを聞いてるので。なぜ、こんだけ議論を

しとかないといけないかというと、２０年

後、多分ここにいる人、誰もいないと思い

ます。でも、そのときの次世代の方たちが

まちづくりを考えるときに、どういうふう

に、なぜここの光風台という駅にエレベー

ターがないのか、そういったことを過去の

議事録で振り返ると思います。そういった

ときに、あれ、何でここにこんだけ負担が

大きいものを選んだのかなという、やはり

明確な、数値的なメリットがないと、いや

いや、先輩たち、何、負担だけこっちに押

しつけてんのみたいなことを、何か子ども

や孫の代になっても言われるわけですね。

やはりここでちゃんと、数値にはこういっ

た、それよりもこういった数値的なメリッ

トがあるんだよということを、きちんとし

た形で残しておくということが、私はぜひ

とも必要だと思いますよ。そうしないと、

本当、延々ずっと言われると思います。特

に５年、１０年、たてばたつほど、なぜそ

こでエレベーターにしなかったんじゃない
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の、しなかったのかなということを聞かれ

ます。そのときにわかるような議論の形と

いうものはぜひとも必要なので、そこにつ

いてはもう一度数値的な根拠というものは、

わからないじゃなくて、何とかして絞り出

すようなことが必要だと思いますが。いか

がですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、数値的に出すの

は非常に困難だと思っております。これも、

先ほど、繰り返しになりますけれども、こ

れ、地元の方とも、行政とも話をした結果

で、エスカレーターが望ましいといったこ

とで進んでおりますし、やはりここのまち

の魅力を維持するためには、現状のものを

進めていくということを判断して、今現在、

進めているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  私は、人口流出の人数というものは、重

要な数値だと思いますよ。やはりそれを決

めて、定住化施策と言ってるんですから、

町長自身が。それで人口流出を防ぐと言っ

てるんですから、それがスピードが弱まる

か、そういったことというのは重要な尺度

やと思いますよ。それで何も変わらないと

いうのであれば、影響がないかなという感

じはしますけどね。先ほど御自身が、因果

関係があるとはわからないみたいなことを

言われましたけど、そこは因果関係を持た

せないと。だってそのためにエスカレータ

ーと言われてきたんですから。ぜひとも、

あなたと話ししてると何かどうしても空振

りに終わってしまう感じがするんですね。

この問題はこの後、イノベーションとよの

のクリーンアップの２人が控えていますの

で、それについては任せたいと思います。 

  それで１点、地域通貨の発行についてな

んですね。これが今回の新しい提案ですね。

豊能町にはほとんど娯楽施設もありません

し、大型ショッピングモールもありません。

そのため、稼いできたお金というものを、

豊能町の中じゃなくて、どちらかというと

外で使うような形になってしまっておりま

す。それがいずれ行き過ぎると、近くにあ

るスーパーというものは、もしかしたら潰

れてしまう可能性もあるのかなと。今後、

お金の価値というものは地域によって変わ

ってくるというふうに考えています。人が

集まるところというものは、薄利多売とい

うことで、いろいろ戦略も打てますが、人

が集まらなければもう普通の値段で買うよ

うなことが必要になるのかなと。水道料金

についても、現時点では大阪、大都市の1.

５倍から２倍も高いというような現実もあ

ります。やはり、豊能町内でお金を回すと

いうような試みが必要かと思いますが、豊

能町内で使える商品券ですね。通常より一、

二割お買い物ができるかわりに、有効期限

もあります。その期間に使わないといけな

い。そういったことで豊能町内の活性化さ

せることができるかと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  地域通貨につきましては、もう御存じの

とおり、ボランティアとかコミュニティに

使うというような、そういう取引とするよ

うな通貨と、もう一つは、今、議員がおっ

しゃった、病院とか商店街とか、いろいろ
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なところで使えるというような、そういう

通貨としての地域通貨、二とおりあると。

それらを組み合わせた通貨もあるというふ

うには聞いておりますけども、今のところ

は考えておりませんが、今後の検討課題、

勉強してまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  私が言っているのは、その福祉と、福祉

の分野にも当てはまる、両方横断した地域

通貨です。豊能町内で使える地域通貨です。

この問題は福祉問題にも関連しますけど、

時間ありませんがちょっと質問させてもら

います。今後、福祉分野というものは人手

が必要になると思います。そこで、どこか

ではいろいろなポイント制みたいなことを

やっているところはあるんですよ。その福

祉でボランティア的に働いたものを、将来

自分が使うときのポイントとして返ってく

る。これ明らかに失敗しますよね。いつ使

うかわからないものをもらったってしょう

がないんですね。やはりそこは地域通貨と

いう形で、ある一定、働いたなら、豊能町

内で使えるお金を渡すと。それを使ってス

ーパーなりで買い物ができたり、何か御飯

が食べられたりすると。そういったことで

することで、豊能町内にはパートに行きた

い方というのはたくさんおられるんですね。

でも豊能町内に仕事場がないと。そのため

にわざわざ電車に乗って川西のほうに出て

いるという現実があります。もしそういう

ふうに地域通貨でそういった一、二時間の

ボランティアであっても、そういうふうに

それを払うことができるようになれば、そ

ういった人材の確保にもつながるんじゃな

いかと思いますけども、生活福祉部長、お

考えをお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  その件につきましては、人材の育成の面

も重なるのかもしれませんが、ポイントを

ためたとしても、先ほど議員もおっしゃい

ましたが、自分が、さて、積算したポイン

トを使うようになった場合には担保がなか

なか保証できない部分があります。したが

いまして、女性力を使いたい、今後、人材

育成のためにも女性力を活用したいとは考

えておりますが、その場合にはできるだけ

現金といいますか、今の私の場合には、で

きるだけ現金の報酬でお渡しするようなこ

とを考えておりまして、議員の御指摘のよ

うな、ポイントをためてというのは、私ど

もも考えておりませんでした。今後もまた

そういう意見があったということを踏まえ

たいとは考えております。 

○９番（永並 啓君） 

  以上で終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  次に、岩城重義議員を指名いたします。 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ７番・岩城でございます。 

  引き続きまして、私のほうから質問をさ

せていただきます。 

  まず、光風台駅前のバリアフリーのこと

ですけども、今、永並議員のほうからいろ

いろありましたけども、私のほうはちょっ

と確認だけしたいと思っております。 

  たしか１２月の議会におきまして、バリ

アフリー化されていると町長がお答えあっ

たと思うんですけども、それが３月、また

６月、特に３月ですけども、バスによる、

バスでバリアフリー化対応したいというこ

とをお聞きしたので、町としましてどうい
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う見解を持っているのか、統一見解みたい

のを出してほしいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  バスによるバリアフリーということでご

ざいます。地域公共交通基本構想におきま

しては、光風台駅で能勢電鉄の川西能勢口

行きと接続するというような、新光風台と

光風台を、そういう方面のシャトルバスと

いうものを目指すというようなことにして

おりまして、駅の移動という観点だけでは

なくて広域的な移動を考えた、そういうバ

リアフリーに寄与するものというようなこ

とでございます。そういうふうに考えてお

るということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それはわかるんですけれども、バリアフ

リー化されていると認識しているのか、さ

れてないと認識しているのかということを、

ちょっと考えてもうて、統一見解を出して

ほしいという質問でございますので、誰か、

町長か副町長か、お答えを願います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  固定的に、地形的にバリアフリー化され

ているかということと、移動をサポートす

るということができてバリアフリー化にな

っているかという二つの観点があるかとい

うふうに思います。あそこは上下動に関し

て、例えばその道路の勾配も含めてですが、

バリアフリー化できている駅前になってい

るかというと、それは勾配がきついという

ところから、バリアフリーの考え方には少

し問題があると、これは言わざるを得ない

んだろうというふうに思います。そのため

にどのように移動のサポートをするか、円

滑な移動を確保するかというところの一つ

のツールとして、先ほど申し上げたバスも

あるというふうに考えているところでござ

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしたら、能勢電鉄に乗る方は三々

五々来られるわけですわな。そのたびにバ

スを用意するわけですか。バスで、上のバ

ス、上でバスに乗って下までおりると、駅

前まで、そういう対応をバスを使うてする

予定ですか。それをちょっと、内田部長、

お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  バスということでございますので、当然、

路線バスということでございます。今、議

員のおっしゃった、三々五々来られて、そ

の方をお送りするというようなものではご

ざいませんで、ダイヤに沿ってバスを運行

いたしますので、そのバスを御利用いただ

いて駅への移動等に利用していただきたい

ということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そのバス代は無料ということで考えてい

いんでしょうか。 

  それともう一つは、１２月議会に町長が

発言された、バリアフリー化されてますと

言うたことは間違いやったということで、

副町長、よろしいんでっしゃろか。 
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○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  バリアフリー化されているかというのは、

先ほど申し上げた、その二つの観点から、

地形的に問題がないわけではございません

ので、そういう意味ではバリアフリー化さ

れていると言い切れるわけではありません。

それをサポートするツールとして、こうい

うふうに考えておりますということの一つ

としてバスを申し上げているということで

ございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ちょっと、まだ私、ちょっと理解できな

い、できにくいんですけども、町長は前に、

１２月に、バリアフリー化されてますさか

い大丈夫やって言われましたわな。１２月

でっせ、去年の、たしか。町長にお伺いし

ますけども、それはもう訂正されるわけで

すね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほど来、答弁ありましたように、地形

的には確かに８％を超えているところはあ

りますという意味では、バリアフリー化さ

れてない。それは別に光風台駅前に限った

話じゃなくて、山間地である豊能町、たく

さんございます。申しましたのは、そうい

った中でバスを使えば、そういった方もお

使いできるという意味で、一種のバリアフ

リー化といいますか、要はバスを使うこと

によって必要な方も御使用いただけるとい

うようなことでお話ししたところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ということはやっぱりバリアフリー化し

てないということでいいわけですな。そう

すると、先ほどの続きですけども、バス代

はただでお考えでしょうか。内田部長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  それはバス会社の営業路線でございます

ので、当然有料ということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  余り時間がありませんので、次いきます

けども、そうしましたらエスカレーターす

るという結論がこの前出てるわけですけど

も、これ、地元というか、両自治会さんが

中心やと思うんですけども、これはこれで、

もう理解されているわけでしょうか。納得

されているわけでしょう。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  両自治会から町長に対しまして、エスカ

レーターの早期更新という要望書をいただ

いております。エスカレーターを更新する

ことが両自治会の総意であるというふうに

認識いたしております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 
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  ほんならそれをもって、両自治会の過半

数を得てるという考えでええわけでしょう

か。石田部長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  両自治会長名でいただいておりますので、

両自治会の総意であるというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしたら、今、高校生が通学されてま

すわね。その人らの意見も入っているとい

うことで、私ら理解したらええんでしょう

か。石田部長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  今おっしゃったように、住民さん全ての

意見を聞いた上で自治会が出してこられた

かどうかというとこまでは確認はしており

ませんが、町としましては、自治会長名で

お出しいただいてますので、総意であると

いうふうに認識しておるところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、総意ということでいく

わけですな。 

  次の質問にいきますけども、そうしたら、

最近ちまたで、ほんまのちまたの話ですけ

ども、エスカレーターが更新されたら次は

エレベーターをというようなことも、ちょ

くちょく耳にするんですけども、これはま

た、そのときは自治会の総意であったらエ

レベーターを設置するわけでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  先ほどの御質問も含めて、我々としても

地元の御意向を大事にするということから、

確認はさせていただいてます。組織的に自

治会という組織がその代表者をもって意向

をお伝えいただきましたので、これはもう

形式的に、その地域の方の総意だというふ

うには認識をさせていただいてます。 

  なぜそういう確認をさせていただいたか

というと、あそこの駅前は本当に皆さんも、

地域の皆さんも含めてどうお考えなのかと

いうことも、やはり確認の上で私どもは一

歩を踏み込みたいということですので、今

回が終わればまた新たなという、それはも

う町全体の政策、施策の中で検討すべきも

のというふうに思っておりまして、今、次

の段階にすぐ進むというふうな、いわゆる

エスカレーターが終わればすぐエレベータ

ーだと、そういうふうな考えは、今、財政

的な観点からも持っているものではござい

ません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  財政的な観点より、何もその両自治会か

らですよ。３年後、５年後、わからんけど

も、エレベーターをつくってくれんかいと、

普通にその話も出てくる可能性は大いにあ

ると思うんです。先ほど永並議員からの質

問もありましたように、新しい法律も発効

されてくるんやさかい、あって当たり前や

と思うんです。そのときに、今、副町長答
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えられたけども、そのときに考えるわみた

いなことで、今かて、いつもうちのメンバ

ーが質問しますけども、２５年で２億4,０

００万円損するのやという話を、今、進め

ていっておるわけですやん。それでまたこ

れ３年後、あの法律が発効するのが来年で

したかな。差別禁止法。そのときにそれを、

盾にとるというか、それは法律は遵守する

のが当たり前のことやさかいに、その折に、

そのエレベーターの話が出てきて私はしか

りやと思うんです。そのときにどう対応す

るか、町長これほんまに考えてもうておか

んと、財政、私らは財政専門家ではないけ

ど、よう知ってますやん、しんどいのは。

その折の対応を今しとかんと大変なことに

なると思うんです。今、答えてほしいんで

すけども、絶対しませんという答えになる

んかいうことをしとかんと、エスカレータ

ーで進んだらあかんと思うんです、ほんま

の話。 

（発言する者あり） 

○７番（岩城重義君） 

  そうですねん。平成３１年までまだもつ

んやさかいに、そこらは、ほんまに今、本

予算来るまでに決断して、エレベーターは

しませんけどそれでよろしいかという確認

をとる予定はあるんでしょうか。これも副

町長か、石田部長でもかまへんのやけども。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  御指摘のところ、そのような思いも、私

ども持ちますので、持っておりましたので、

といいますのは、やはりあれば便利なもの

は幾らあっても構いません。ですので、そ

ういう御要望をいただくということと、や

はり今、何度も御指摘いただいてますよう

に、やはり日本の中でそういうふうな方向

に向いているということから、それは御要

望として出てくる可能性というのは大いに

あると思います。ただ、今そういう判断す

る時点で、その二つをということは到底か

なうものではないというふうに思っており

ましたので、そういうことも含めて、自治

会の方にはきちっとお尋ねをしたというと

ころです。それで、その上でですけれども、

やはりこのまちをどうバリアフリー化して

いくのかというのは大きな命題です。やっ

ぱり我が町のこの地形、このロケーション

を考えたときに、新しい法律ができたから、

それに全て従えるかというと、それはかな

り困難な、ハードルの高いものだというふ

うに思っております。その中で、トータル

のまちの中で、あの駅前も含めて、今後の

バリアフリーというのは考えていくべきだ

ろうというふうに、今、思っております。

もちろん、今すぐここで答えが出せるもの

でもありませんし、別に先送りするつもり

もありませんが、まちのトータルのバリア

フリーの中で、あの地域、あのポイントも

考えていくべきだというふうには考えてお

ります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  やっぱり今、結論を出すときやと思うん

です。ときは今ですわな、これ。今、結論

を出しておいたほうが財政的に損得と言う

たらいかんけど、プラスやと思うんです。

それは町長の判断でエスカレーターに決ま

って、あとほんまに来年、再来年、その話

が出るの、目に見えてわかるわけですわね。

誰が考えても。そのときに二つせんなんこ

とになる可能性があるんだったら、どっち

かいうたら、我々今までずっと主張してき

ましたエレベーターに、今するほうが、私

らはほんまにええと思うんですけどね。 
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（発言する者あり） 

○７番（岩城重義君） 

  それ、今ですねん、考えるの。今、永並

議員が先ほど法律とって、法律の網の目く

ぐるんかみたいなことありましたけども、

それも一つですし、故意に網の目くぐって

いくのは、やっぱり悪意ですのでね。やっ

ぱり行政は善意でしてもらわなあかんと思

うんです。そこらのことありますので、こ

れほんまによく考えていただきたいと思い

ますが、副町長いかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  この、今、議員のほうから御指摘の点は、

過去のこの議会でも何度も御指摘をいただ

いたことかというふうに思います。そのこ

とは私どものほうもきちっと受けとめて、

その都度検討もし、御質問に御答弁もさせ

てきたところです。今は明らかに、その変

更せざるを得ないというふうなこともござ

いませんので、いろいろ、先ほども申し上

げましたけども、この場でも御議論いただ

いたこと、そしてお認めをいただいたこと、

御決定いただいたことに速やかに、今、取

り組んでいるというところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしたらもう、エレベーターはしない

ということでよろしいでしょうか。町長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今はエスカレーターということで、皆さ

んの御理解もいただいて進めておるところ

でございますので、今はエスカレーターを

つくるということで進めております。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それはわかってますねん。もう進んでい

くのは私らも重々わかってますので、エレ

ベーターはつくらないということをお聞き

しているわけです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  ですので、今はエスカレーターの修繕と

いうことで考えております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  エレベーターは設置しないということで

よろしいんでしょうかとお聞きしておるわ

けです。深い意味も何もありません。それ

で終わって、それお聞きしたら次に行けま

すので、どうぞ、気兼ねせんと言ってくだ

さい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  繰り返しになりますけれども、今進めて

いるのは基本設計、実施設計で、エスカレ

ーターということですので、今回はエスカ

レーターで進めております。ですので、今、

今回、特に。 

（発言する者あり） 

○町長（田中龍一君） 

  今現在は、私としてはエスカレーターで
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進めるということで、エレベーターという

ことは考えておりません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしたらもうエレベーターは設置しな

いということを、今、確認とれましたので、

次に行きます。 

  第２番目の、個人情報保護と安心・安全

について、これなかなか難しい問題やと思

うんですけども、結構大事なことでありま

すので、各部からの今の個人情報保護に対

する取り組みの現状をお聞きしたいと思い

ますけども、どっからいったらいいかわか

らんけども、内田部長は後でお願いしたい

んですわ。木田部長はどないでっしゃろか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  私どもの取り組みと言われましても、ち

ょっと趣旨が違いまして、個人情報取り扱

いが非常に多ございますので、私どもはそ

の法令を遵守しながら、個人情報を適切に

取り扱っておるということでございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それは、それしか答えられへんのかいな

と思うんですけども、教育委員会はいかが

でしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  教育委員会でございますが、豊能町個人

情報保護条例、それから豊能町の情報セキ

ュリティに関する基準、これももちろん適

用されるんですけれども、それに基づいて

情報収集、保管、管理を行っているところ

でございます。特に学校園では、子どもそ

れから教職員に関する個人情報、これは情

報の目的外の使用であるとか、外部流出に

十分注意を払い、所属長の責任において施

錠のできる場所に保管をしているところで

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そしたら今、教育委員会のほうにお聞き

しますねんけども、続けて、よく子どもの

名簿が流出したりしてますわな。ＵＳＢメ

モリでとって外へ持ち出して盗難に遭うと

かいうのがあるんですけども、その辺のこ

とはもう心配しなくて、私らはいいんでし

ょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  非常に、学校も情報処理技術の向上によ

ってパソコンで処理する業務もたくさんご

ざいます。特に電子媒体、小さなＵＳＢメ

モリ一つに大量なデータが入るという時代

になっておりまして、この取り扱いについ

ては、私ども、個人情報の保護もさること

ながら、地方公務員法上の服務管理という

ところで、特に教職員に対して指導をして

るんですけれども、紛失・盗難に遭った被

害者であるよりも先に、あなたは情報を漏

えいした張本人ですよということで、非常

に管理を厳重にしていただきたいというこ

とで、工夫をしてくださいということで指

示をしておるとこです。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それでは、内田部長、お願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  もう、木田部長と今中次長が全てお答え

になったような気もいたしますけども、私

ども総務部のほうでは個人情報保護の総所

管といいますか、そういうことをやってお

りまして、先ほども出ておりましたが、個

人情報保護条例、それからその条例の施行

規則等に基づいて事務を執行しているとい

うところでございます。特に総務部におい

ては、個人情報の開示でございますとか、

個人情報保護の審査会それから審議会、こ

れらの運営を適切に行って、町全体の個人

情報保護について対応しておるというとこ

ろでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それでは、ここからが本番なんですけど

も、災害時等の緊急時ですね。その辺の取

り組みについてちょこっとお聞かせ願いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、議員がおっしゃったのは、要援護者

等の名簿の個人情報の管理という意味で受

け取ったらよろしいんでしょうか。災害時

の個人情報の管理といいますのは、我々気

にしておりますのは、個人情報、要援護者

の個人情報でございます。これにつきまし

ては、高齢者の福祉担当課、福祉の担当課

におきまして、以前から民生委員とか社会

福祉協議会というところと連携するという

ところで、そういう名簿の作成に取り組ん

でこられたという経過がございます。とこ

ろが、その後、災害対策基本法が改正をさ

れまして、市町村長がその地域防災計画の

定めるところによって、その避難行動の要

支援者、要援護者の名簿をつくると、これ

は、名簿については本人の了解があれば外

部にお渡しできるというような、そういう

しばりはかかってございますけども、そう

いう仕組みとなって変わりました。その法

律の施行はこの４月１日でございます。そ

の避難支援関係者に名簿を提供することい

うのが規定をされたというところでござい

ます。その名簿の提供先につきましても法

律で規定をされておりまして、それは消防、

警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防

災組織などというふうに規定をされており

まして、町といたしましても今は、その自

主防災組織は全ての自治会にあるわけでは

ございませんので、そういう自治会ごとに

自主防災組織を組織化していただくという

ようなことも含めて、推し進めているとい

うところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  大事なのは、自治会にお願いするわけで

すやん。その自治会が、要支援者の、どこ

にどなたがいてはるのかわからんようでは、

これ命にかかわる。大体豊能町では地震の

ことやと私は思ってますねんけどね。それ

を自治会に、その情報を公開するのか。公

開しないと自治会かてどないもならんと。

自治会との協働、住民との協働と、ずっと

町長も言うてはるのでね。そのときに個人

情報保護を優先するのか。命が大事やから

ということで、そういう取り組みができる

のか。自治会の皆さんに協働でお願いする
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ときに、ここにこういう方が、要援護者の

人がいるんですよということは、これでき

るように今なってますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども少し申し上げましたが、その名

簿の作成はいたしますけども、その名簿を、

例えば自主防災組織であるとか民生委員、

社会福祉協議会にお渡しするときには、御

本人の同意、これが必要ということになっ

てございます。その御本人の同意が必要な

のは平時でございまして、災害が起こって

いないときについては御本人の同意がなけ

ればお渡しできないということになってご

ざいますが、一方で災害が発生したとき、

これにつきましては御本人の同意なしに外

部に名簿を提供するということができると。

外部というのは、先ほど言うた、消防、警

察なども含むそういうところでございます。

自治会に提供するのかという御質問もあっ

たと思うんですけども、その法律では、自

治会は提供先に含まれてございませんで、

自主防災組織に提供するという、そういう

仕組みになってございます。先ほども申し

上げたとおり、全ての自治会に自主防災組

織があるという状況にまだなっておりませ

んので、早く、各自治会、単位は問わない

わけですけども、自主防災組織をつくって

いただいて、そういう災害時の要支援者、

要援護者の名簿をお渡しして、自助、共助

という形で災害時の対応をしていただける

ように進めてまいりたいという、今その取

り組みを進めているというところでござい

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それを早いとこせんことには、これほん

まに、ちょうど９月１日、防災の日とかで

ありますので、今、いろいろ広島とか、あ

んなんもありますので、各事故いうか、そ

ういう災害がありますので、そのとき、そ

れいつできるんです。自治会のほうにそれ

は要請してるんでしょうか、きっちりと。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  自治会の会長の皆さん、行政連絡委員と

いうことで、たびたびお集まりをいただい

ております。４月には定例でいつもお集ま

りをいただいておりますが、その年度初め

のときには必ず防災担当者も出席をいたし

まして、その自主防災組織の組織化のお願

い、それから避難の行動のお願い等も含め

て、防災全般についてお願いをしておると

ころでございまして、避難訓練とか出前講

座とか、そういうことも積極的に取り組ん

でいただくようにお願いをしているという

ところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それでは、内田部長に任せておきまして、

一生懸命ええふうに、ええ体制をつくるよ

うお願いしときまして、次に進みます。 

  急傾斜地の安全対策についてですけども、

これ府が指定してると思うんですけども、

豊能町内に危険箇所は何箇所あるんです、

これ。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  豊能町の地域防災計画によりますと、急



 

 2－23 

傾斜地に指定されている箇所は豊能町内で

９６カ所ございます。このうち、急傾斜地

の崩壊危険区域に指定されているものは４

カ所となっております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  その９６カ所及び特に４カ所につきまし

て、その対策は行われているんでしょうか。

安全対策は行われているかどうかお聞きし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  この４カ所につきましては、もう対策は

済んでおるとこが４カ所が指定されておる

ということでございます。工事をする場合

に、先に指定をしないと工事にかかれない

ということがございまして、その指定を受

けて工事が完了したところが４カ所あると

いうことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、あとの残りの９２です

か。これはもう工事はしないんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  残りの箇所につきましても、保全される

家が区域の中に１０戸以上あったり、高さ

が１０メートル以上というものにつきまし

ては、国庫の補助をいただいて府のほうが

工事をしていただける範囲に入るというこ

となんですけれども、ただ、そういう範囲

がまだあるんですけれども、なかなか、１

カ所手をつけますとお金がかかるというこ

とで、なかなか進まないというのが現状で

ございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ようそんなあほなこと言えますわ。お金

がかかるのは当たり前のことで、ほんなら

人の命はお金より軽いんでっしゃろか。こ

れ早うせんと、この広島みたいなことにな

ってまうんです。いつまた集中豪雨が豊能

町に来るかもわからんし。明らかに危険や

さかいに、危険地域に指定してますわな。

これ府がしたか、豊能町がしたかわからん

けども。その指定だけしておいて、あと何

もせえへんっていうのは、どうも納得いか

んのですけどね。お金どころじゃないんで

す、命は。それ、石田部長どない思っては

る。これ副町長、どないですやろ。石田部

長か。ちょっとお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  おっしゃるように、このままほっとくん

かということになるんですけれども、今申

し上げて非常に怒られたんですけど、お金

かかってするだけでいいのかということな

んですけども、実際のところ１カ所やるの

に相当お金かかるということから、今、言

われてますのは、その危険区域にあるおう

ちにつきましては、その裏の急傾斜地を持

っておられる地主さんがその安全対策を講

じるとか、下の被害を受けられるおうちの
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ほうが回避できるようなことを手を打たは

るか、もしくはもう避難していただいて、

その命を守るというふうなことを優先する

というふうなことで、何もしないというか、

工事ができないところにつきましては、そ

ういう形で、個人で何か手を打っていただ

くか、もしくは危険であるということにな

ると、そのときには逃げていただくという

ふうなことしかないということでございま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、この間の、先月の８月

もようさん雨降りましたわね、豊能町。そ

のときに逃げてくださいという指示はした

んでしょうか。お聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ８月の台風１１号でございますけども、

このときにつきましては避難所も開設いた

しまして、避難勧告も発令させていただき

ましたし、早目の避難を心がけていただく

ように広く呼びかけもしたというところで

ございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それはわかってる。それとちゃうんです

わ。今は急傾斜地の下の、下に家がある方

の避難を呼びかけたのかということをお聞

きしてます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  そういう危険箇所に限っての呼びかけと

いうことをいたしませんでしたが、広く避

難所を開設したので、早目の避難を心がけ

てくださいということは呼びかけをさせて

いただいたと、その避難箇所の方にという

ことはいたしませんでした。避難勧告を出

しましたのは、余野川の氾濫のおそれがご

ざいましたので、川沿いの方ということで

ございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  今、河川のことを聞いておるんちゃうん

です。急なのり面の、危険のり面のとこを、

急傾斜地の話ししておるんでね。ほんだら、

その急傾斜地、指定された箇所は９０何カ

所、そこののり面の下に住んではる方は、

裏ののり面が、裏か表かわからんけども、

それがそういうぐあいに指定されていると

いうことを、町としては公表してるんでし

ょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども自治会長さんがお集まりの行政

連絡協議委員会でお願いしているというこ

とを申し上げましたが、その折にはハザー

ドマップといいまして、被害予想図という

ようなものを各自治会ごとにつくっていた

だけませんかということもお願いしてござ

います。これについては大阪府の方も協力

いただいて、そういう補助金もいただいて

できる事業でございますけども、そういう

ものの呼びかけもしております。一方で、

行政連絡協議委員会で、今おっしゃった危

険箇所の載った地図をお配りをいたしまし

て、自分のお住まいのおうちが危険箇所に

入っているかどうかもわかるような、そう

いう図面もついておりますので、おのおの
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確認はいただいているものというふうに思

っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  先ほど、石田部長からけったいな答弁が

あったんですけども、１０戸あったら工事

して、１戸やったら工事しないというよう

なことをお聞きしたんですけども、ほんま

なんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  府のほうで施工工事を行うのは、保全の

人家が１０戸以上、高さが１０メートル以

上のものをしていただいているということ

でございまして、今ここにありました、先

ほど申し上げました４カ所につきましては、

そういうことを満足しておったので、その

部分の工事が済んでおります。現在また、

ほかの地域での工事については、今、進め

ていただいているというところでございま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  これ、府が指定してるわけですね、大阪

府が。町としては、府でそれをもっと工事

してくれという要望はしてるわけですか、

密に。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  この９６カ所等につきましては、大阪府

のほうで図上におきまして３０度以上とか

いうことでひらっていただいたという部分

がこの分でございまして、その中に被害範

囲といいますか、想定範囲の中に人家等が

含まれるものがこんだけあるというふうな

ことで出していただいたのが９６カ所とい

うことになっております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それはちゃいまんがな。府のほうへ要望

してもうてるのかいうことですねん。先ほ

ど、１０戸あったら工事して、１戸やった

らしないって、こんなの平等ちゃいますわ

な、これ。日本はやっぱり法のもとの平等

の国でありますので、１戸やからせえへん、

１０戸やからするというようなことを、こ

んな場で言うたらいかんと思うんです、ほ

んまは。１戸でもやっぱり、人の命は、１

人の命も１０人の命も同じことですのでね。

これ、そない、憲法違反みたいなことを言

うたら困るんですよ、ほんまは。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  府に対しては、工事をしていただくよう

に要望はいたしております。今、議員おっ

しゃったように、１０戸やったらして、ほ

かやったらしないというのはおかしいんち

ゃうかということでございますが、これに

つきましてはその基準等がございますので、

申し上げたように１０戸とかの受益があり

ましたら、その事業に乗れるということに

なっておりますので、ただ、１戸やからし

ないというのは、今後、そういう補助とか

があるようになるかどうかというのはわか

りませんけども、今後そういうことに対し
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ては要望等していきたいというふうには思

っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  時間がなくなってきたので、ちょっと次

行きますけども、その水道のことですけど

も。 

  配水管の老朽化というの、進んでると思

うんです。配水管ですな、上水の。それと、

結構漏水がありますわね、漏水工事が。こ

れ鉛管の漏水やと思うんですけれども、そ

の辺の現状をちょっと、現状は時間ないの

で、これどうする予定かお聞きしたいんで

す。配水管かえる予定なのか。ほんで鉛管

の取りかえをする予定なのか。ちょっと、

時間ありませんけども、高部長にお聞きを

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  お答えいたします。 

  まず、鉛管でございますけども、まだと

きわ台地区、東ときわ台地区、光風台地区

などに2,８００カ所残っております。年間

につきまして、大体、漏水のときに全てを

取りかえるようにしてますので、７０件か

ら８０件の交換を行っておるという状況で

す。 

  また、建設課が舗装復旧工事をするとき

に、事前に先行して鉛管の取りかえを行っ

てるというような状況もございます。 

  あと、本管の漏水というのは、漏水量の

大体２５％ぐらいが本管の漏水で、残り８

５％が給水管の漏水ということでございま

す。 

  以上でございます。 

○７番（岩城重義君） 

  これで終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  この際、暫時休憩いたします。再開は午

前１１時１０分といたします。 

（午前１０時５２分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、橋本謙司議員を指名いたします。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  おはようございます。 

  ４番・イノベーションとよのの橋本です。

理事者の皆さんにはわかりやすい、前向き

な答弁をぜひともよろしくお願いします。 

  時間もありませんので、質問に入らせて

いただきます。 

  まずは、光風台駅前エスカレーターにつ

いてお聞きします。 

  ６月議会で、基礎とか躯体の強度につい

てお聞きをしましたが、それ以降の詳細の

検証結果等々についてお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  １０月中ごろに検証結果の速報値が出る

予定となっておりますので、現段階でお示

しできるものはございません。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ということは、今既に調査は終わって、

ただその結果待ちだということで認識をし

たいと思います。これについてはまた、出

次第、ぜひとも御提示いただけたらなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いし
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ます。 

  あと、今年度予算で実施設計の予算を計

上してますけども、その進捗状況について

お聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  実施設計につきましては、現在行ってお

ります委託業務の結果を見まして、その上

で出したいというふうに思っておりますの

で、今のところ実施設計もまだ出しており

ません。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  当然だと思います。その中で、次年度、

大規模改修をしようとされている。となる

と、社会資本整備交付金ですか、社会資本

整備総合交付金の申請といいますか、エン

トリーもしなければいけないと思いますけ

ども、そのあたりの申請、エントリーの状

況についてお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  社会資本総合交付金の、平成２７年度の

要望につきましては、現在、６月に概算要

望を行っておるところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  概算要望ということは、当然、今さっき

申し上げられた基礎とか躯体の状況もわか

らない、当然実施設計もしてないけども、

ある程度概算で要求をされているというこ

とだと思います。その中で今後のスケジュ

ールですね。当然、手を挙げたということ

については、それが内示が出て決定という

ことになると思いますけども、今お聞きし

ている、１０月中旬に報告が、基礎なり躯

体の強度の報告があって、その後実施設計

となると、来年度のその大規模改修に間に

合うのかどうか、そこがちょっと不安なん

ですけども、そのあたりどうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  来年度事業につきましては、今年度実施

設計を１２月の議会には、その補正等はお

願いしないといけないと思っているところ

なんですけども、それをしまして、その後

に発注をかけて、予定としては３月ごろま

でにはその実施設計を終わりたいというふ

うに考えています。それで平成２７年度の

ほうは、今、申請をいたします工事につい

てはそれでかかっていきたいというふうに

は考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  そうしたら、今現状、何もわかってへん

状況やけども、エントリーしてる。多分そ

れ、交付決定なり決定ってもっと早い断面、

３月までじゃなくてもっと早い断面で出る

んじゃないんかなと思うんですけど、その

あたり、一般的にこういうような交付金に

ついては手を挙げて、それを執行しなけれ

ば、ペナルティといいますか、いろいろな

問題が出るというふうに、今まで聞いてき

ましたけども、そのあたり特に問題はない

というふうに判断されてるということでよ
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かったですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  現状で申請を上げております中では、当

初、基礎等、今、チェックはかけておりま

すが、基礎等の部分につきましては、いけ

るということで当初、申請等は上げており

ますので、その基礎ができないというよう

な、使えないというようなことになります

と、そこで金額等がふえてまいりますので、

そういうことについては平成２７年度の中

で要望等をしていかないといけないかなと

いうふうには思っております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりこの辺含めて、せっかく町長が

命かけてやらはるエスカレーターの更新で

すから、もっともっとその辺も、もっとピ

ッチを上げてやっていくべきやと思うし。

具体にどんな問題が出てくるのか、ここは

わかりませんけども、当然これ１２月議会

で、今さっきちらっとおっしゃいましたけ

ど、補正予算が上がる、上げて、実施設計

をやるというようなことありましたので、

そのあたり、また多分１２月議会ではいろ

いろな質問がまた出ると思いますので、し

っかりと答えるように理論武装しておいて

いただきたいなというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

  先ほど、我々会派の議員からの質問の中

で、町長の答弁では、今現在とか現時点と

いうような言葉でエスカレーターを更新で

す。それはもう当然わかってますし、私ど

もは賛成はしてませんけど、議会も通った

ということなので仕方ありませんけども、

ただ、行政は、現時点とかそんなんどうで

もよくて、当然これエスカレーターするに

当たっては、現時点の判断ではなくて、将

来予測とか財政予測等々も踏まえた上で、

これエスカレーターにされたと、されるん

だという結論を出されたと思うんですよね。

今さっき聞くと、その現時点とか今現在は

という言葉だったんですが、当然、エスカ

レーター改修するとエレベーターの改修は

できないと、私どもの会派は思ってます。

ただ、議員の中でも一部の方は、エスカレ

ーターを更新した後にエレベーターもみた

いなことを言うてましたけども、それはや

はり町の財政的な問題からいうとあり得な

いんじゃないかなというふうに思ってます

けども、そのあたり再度、町長の認識を御

答弁いただきたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  エスカレーターを整備して、上でさらに

エレベーターということは考えておりませ

ん。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  当然、行政が判断されることですから、

それは当然だというふうに思ってます。過

剰投資というのはでけへんという中で、何

が最良かということで選択をして決定をし

ていく。そのプロセスの中で結果してエス

カレーターになったということだというふ

うに思ってます。ただ、この方針、先ほど

石田部長からは、そもそもエスカレーター

の更新は自治会からの要望であったという



 

 2－29 

ふうにおっしゃってましたが、今回のこの、

今、町長が答弁されましたが、エレベータ

ーの更新はないでということも含めて、自

治会にはその辺、理解というのはしっかり

されてるのかどうか。再度答弁願います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  先ほど申し上げましたように、自治会か

らの要望はエスカレーターでいただいてお

りますし、その前の検討委員会におきまし

ても、町のほうからはエレベーターという

ことも提案をさせていただいておりますが、

その中でも一応エスカレーターということ

で御要望いただいておりますので、町とし

ましては自治会の認識としてエスカレータ

ーであるというふうに認識いたしておりま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  いや、私が聞きたいのは、改めて、当然

これは自治会からの要望出てきた後、最終、

町長がかわられ、またその途中でもまた出

てきましたけども、一応最終のエスカレー

ターでいくという、当然、結論を出すとき

に、ある程度そういう自治会には、当然エ

スカレーターにする、イコールエレベータ

ーというのはあり得ませんよということの

確認をされたかということを、ちょっとお

聞きしてるんですけど。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  エスカレーターでいくということで、自

治会のほうに確認はとっておりません。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  いや、これ別に、僕個人が思ってるのは、

本来別に自治会の意見なんて聞く必要はな

いと思ってます。ただ、今回これ自治会の

要望があった、当然、ある程度、先ほどお

っしゃったように、検討会議の結論があっ

た、町長の判断があった、ということです

けども、ただ、本来行政がやるべき、今現

在のタイミングでいくと、普通やったらエ

レベーターにするんでっせというのが、僕

は普通の考え方じゃないかなと思ってるん

です。だから余計に、住民の人はそう言う

てる、検討会議もそう結論が出た、けど、

本来の行政運営からいくと、財政的な問題、

現状のこの地域の問題、今後の予測等々比

べたら、エスカレーターよりもエレベータ

ーのほうがええと思うけども、ほんまにエ

スカレーターでよろしいねんなということ

を確認したかということで聞いたけど、今、

確認されてないということ。それは確かに、

行政の手続上は要らないかもわからへん。

ただやっぱり、これもう今さら言うても仕

方ないですけども、やっぱりここら辺はし

っかりと将来予測というのはやっぱりしっ

かりせなあかんと思うし、今、大阪府内で

もすごい、豊能町はトップレベルの高齢化

率になってる。その辺考えると、ほんまに

それでよかったんかというのは、先ほど永

並議員もおっしゃいましたけども、後世に

語り継いでいく上で、やっぱりしっかりと

そういうような理論武装して、論理を組み

立てて、だからエスカレーターなんですと

いうことはすべきやということは、もうこ

こ１年ずっと言ってきましたけども、何ら

そういうのがなかったということで、これ
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非常に残念やし、そんなんでほんまに、こ

れ別に、ただ単にエスカレーターの問題だ

けですけども、ほかの行政運営もしっかり

できるんかなというのが、本当に危機感を

感じてるというか、大丈夫なのかなという

不安はすごく、僕は一議員として持ってる。

やっぱりそんな中で、これは町長、今後こ

れだけにとどまらず、いろいろな判断をさ

れていく中で、その辺の考え方、ロジック

構成というのはやっぱりしっかりしていか

んと、多分、今現在豊能町がしんどいのに、

もっともっとしんどくなる、それはもう見

えてるん違うかなというように思ってるの

で、ぜひとも、今現在、住民の声をすごく

聞くことは大事。ただ、住民って勝手なも

んで、やっぱり今がよかったらいいってい

う人、やっぱり多いですよ。そんな豊能町

の２０年先考えてる住民って、やっぱり少

ない。おられるかもわからへんけど。けど

やっぱり行政というのはそういうことも考

えなあかんし、我々議員だってそうだと思

います。今がよかったらじゃなくて、この

２０年後、３０年後、どうなってるかとい

うことをイメージしながら、やっぱりそう

いうまちづくりをしていく、そこで議論を

闘わすということは絶対大事やと思うので、

もうこの件については、子どもたちに笑わ

れるかもわからへんけども、我々議会も最

終認めたということですので、仕方ありま

せんけども、また、今回１２月議会でもう

一遍、追加の予算のあれが、僕はこれは出

さんとやったほうがすんなりいくんちゃう

かなと思いますけども、出されるというこ

とであれば、それは覚悟して出してきてほ

しいというふうに思いますので、ぜひとも

よろしくお願いします。この件については

もうこれ以上は時間をかけませんので、次

に行きます。 

  次に、交通施策について質問をしたいと

思います。 

  先般の交通特別委員会等々でも、いろい

ろと東地区のバスの問題、グリーンロード

を経由して直行便出したらどうやというよ

うな声だとか、そういうようなこと、住民

さんからもたくさんそういうような声をや

っぱり聞きます。ただ、今現状でいうと、

やっぱり高校生の世代、私どももそうです

けども、高校生の世代なんかが、結構中

止々呂美まで送って、そこから千里中央行

きのバスに乗って行っておられるというよ

うなことで、やっぱり手間もかかってると

いうような点もあります。ただ一方で、多

分早く行けるということは一つメリットだ

と思うんですね。ただ、もう一方、実際そ

の現役世代といいますか、高校生、大学生

を抱える親として考えてみると、当然子ど

もたちが早く行けるということはすごくい

いことなんですけども、一方でやっぱり交

通費がすごくかさんでるというようなとこ

ろが、やっぱりいろいろな人にそういうよ

うな御意見聞いてます。やっぱり高齢者の

方とか小さいお子さんで、逆に自分らがバ

スに乗ってへんような方なんかは、どっち

かというと早く行ける、楽に行けるほうが

いいとおっしゃる。ただ、高校生の世代を

持つ人なんかは逆に、早く行けることより

も、逆に安くしてほしいというふうな声も

聞いてます。その中で多分、そこがバラン

スというのが非常に大事やと思うんですけ

ども、その移動時間ということと交通費と

いうことのバランスを感じたときに、どの

ように行政のほうは考えておられるかお聞

きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  時間の問題と運賃の問題というようなこ
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とかと思います。利用者の減少が続いてい

るという中で、その運賃を引き下げるとい

うようなことは非常に難しいというのは、

それは事実であろうと思います。ただ一方

で、今おっしゃったように、箕面グリーン

ロードを通ってのバスの便ということで、

速達性を高めるということとか、箕面森町

の線を能勢電鉄までつないで、能勢電鉄か

ら千里中央まで一本で行けるというような、

そういう速達性を高めるということも一方

で大事であるということは思っております。

地域公共交通基本構想でも、その箕面トン

ネル便の実現を目指すということとしてお

りますけども、あわせまして、その路線の

変更に伴います運賃、それから定期のあり

方、これらについても阪急バスと協議、確

認というのが必要となるふうに考えており

まして、少しでも安くなるように、阪急バ

スとは協議をしてまいりたいというような

考えでおります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりこれ、同じ投資をする、多分こ

れいろいろな形で投資というのは多分ある

と思うんです。実際に民間企業にそういう

ような委託という形で支払うというパター

ンとか、逆に住民に直接助成という形で還

元する、多分それはいろいろ方策としては

あると思うんですけども、やっぱり私の知

ってる範囲でも、やっぱりお子さんが高校

になられたときに、それと同時にこのまち

を出ていかれるようなことは、ことしでも

もう３件、４件聞いてます。やっぱりそん

なところで、当然、町として財政的に厳し

いということは十分わかってますけども、

その辺、同じ投資するならば本当にどうか。

それはバスだけじゃなくて、多分電車も、

能勢電鉄もやっぱり高いということも聞い

てますし、やっぱりその辺の運賃的なもん。

多分これは民間企業に安くせいと言っても、

当然利用者との絡みがありますから、爆発

的に利用者がふえるのであれば安くすると

いうことはあるかもわかりませんけども、

やっぱりそうではないような状況ってなっ

たときに、やっぱりある種、町の助成等々

も考えていく必要というのはあるんじゃな

いかというふうに思いますけども、そのあ

たりはどうお考えでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、議員おっしゃったのは、同じ投資を

するならばというようなことをちょっとお

っしゃったというふうに思うんです。その

前提にありますのは、その北大阪ネオポリ

ス線をトンネル経由とする場合、町は投資

をするのかということを前提におっしゃっ

たのかなというふうに聞こえたんですが、

町といたしましては、新しいサービスとい

いますか、新たな利便性の向上ということ

でございますので、それについての新たな

財政支出ということは考えてございません

のです。ですから、それをするならば高校

生への補助であるとか、そのようなことは

考えていないと、そういう、バーターにか

けるとか、そういう考えはないということ

でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  今、私ちょっと、確かに表現が悪くて、

イメージ的にはそういうようなことで言う

たんです。ただ、そのバーターかどうかは

別にして、やっぱりこういうような高校生

の子どもを持つ家庭の負担軽減みたいなこ

とで、確かに難しいのは、もともとこの住
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みにくい地域やってわかってて、僕らも家

買ってます。ただやっぱり、いざ、子ども

らが小さいときはすごく環境がよくて教育

もしやすい。ただ、いざやっぱり高校生に

なってみると、すごく金額がかさんで、そ

れこそ２人、３人というのが専門学校も含

めて行き出すと、それこそ年間四、五十万

円かかる。そんなこと考えたら、もう家族

全員で下で住んだほうがみたいな方も、や

っぱりおられるのも事実ですし、やっぱり

そういうような世代も、確かにまちづくり

の観点でいったら、もうその人らはええん

やと。だから逆にそういう人らを回転させ

るために、もっと若い人らが入ってくるよ

うなことをするというのも一つだと思いま

す。その辺は、施策にどこに重点を置くか

ということだと思いますけども、ただ一方

ではやっぱりこういうふうなことも含めて、

例えば先ほども出てましたけども、こうい

うような通学補助、助成とは別に、それこ

そ医療費の無償化なんかも、逆にこの間も

僕、住民の方とディスカッションさせても

らうと、能勢なんかでもやってる、箕面で

もやってる、その間にある豊能町だけやっ

てない。やっぱりそういうようなことも、

やっぱり近隣に、まねする必要はないです

けども、やっぱりその辺も財政的なことも

ありますけども、やっぱりどういうふうな

ところにどういう金を投資していくかとい

うようなところは、やっぱりしっかり考え

ていくべきだなと思うし、逆に僕なんかは、

逆に思ってるのは、もう高校生までやって

もええんちゃうかな。多分高校生になると、

医療費なんかでもほとんどもうかからない

ような状況ですから、逆にインパクトを与

えるためにはそういうようなこともやって

もええん違うかなというふうに思ってます。

当然そこは財政的な裏づけというのは当然

要りますけども、だからこそやっぱりいろ

いろなところでそういう選択と集中という

のを考えながら、ほんまにエスカレーター

でええんかということをずっと申し上げて

きたんですけども、それは仕方ないですけ

ども、やっぱりその辺も見定めて、しっか

りと人口流出ということを、実際に現実的

にあるわけですから、やっぱりその辺をし

っかりと分析していただいて、ぜひとも対

策を打っていただきたいなというふうに思

いますので、今はそれは私、一案として申

し上げただけなので、そのあたりも含めて、

いろいろな多面的なところで、そういう子

育て等々を含めて、どういうふうな策を打

っていくかということはしっかりと考えて

いただきたいなというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

  次に、災害対応についてということで、

通告に出してますけども、豪雨による農地

等の災害状況はというのはきのうお聞きし

ましたので、特に飛ばします。ただ、ちょ

っと気になったのが、これ、昨年の秋も同

じように農地の災害があったというふうに

認識してます。ただそれがタイミング的な

もの、あと田植えとの時期等々を考えて、

前年度中、またこの春先までにできなかっ

たという認識をしてますけども、ただ、ざ

っくり見て、去年の秋、ことしの夏、それ

を積算すると多分、量的にはボリュームは

多いと思うんですね。それをこの稲刈り以

降にやるというふうになったときに、まず

一つはどれぐらいの件数があるのかという

ことをお聞きしたいと思います。去年の秋

も入れて。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  今年度の８月の分は、ちょっと、あるん



 

 2－33 

ですが、前年度の分がちょっと今、手持ち

がございませんので、また後でお答えさせ

ていただきたいと思います。ただ、工事に

つきましては、この秋と前年度分、足して

の工事は３月までにやりたいというふうに

は考えておるところです。去年のものは５

１件、全体でございまして、そのうち１０

件が終わっておりますので、４１件がまだ

未執行となっております。合わせまして大

体９１件ぐらいが今年度の事業になるかと

いうふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりこの辺、工事の絡み、あとその

積算等々あると思うので、大変やと思いま

すけども、ただ、来年の田植えにはしっか

りと間に合うようにぜひともお願いしたい

し、前年度のやつを今回やって、また今回

の夏のやつをまた来年の秋にならんとでけ

へんみたいなことだけは避けていただきた

いなというふうに思いますので、よろしく

お願いをしておきます。 

  あと、先ほど急傾斜地の件ですね。これ

も災害の対応ということで、非常に気にな

ったんですが、先ほどちょっと、確かにこ

れ、家屋が１０軒、これは国庫補助が受け

れるということなので、当然これはお金が

あるなしででけへんというのは、確かにわ

かります。ただ、多分命というのはお金に

かえられないので、本当はやってあげたほ

うがいいんだけども、なかなかでけへん。

だから多分地主だとか、その被害を受ける

方がやるべきやということで裁きをされて

て、基本的にはそれができない場合はやっ

ぱり避難を早目にしていただくと。先ほど、

某議員が言っておられましたけど、自分の

命は自分で守るというのは仕方ないことか

なというふうに基本的には思いますけども、

ただちょっと１点、先ほど御説明の中で内

田部長は、勧告を呼びかけてますというふ

うにおっしゃってたんですが、それはどう

いう形で呼びかけられたかというのを、ち

ょっとお聞きしたいんですけども。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先般の台風１１号のときにおきましては、

戸別に訪問いたしまして、中央公民館に避

難をしていただいたということでございま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ちょっとごめんなさい。質問の、僕、あ

れが薄かったですけども、一つ、川の、河

川の氾濫という意味では、あれは防災の関

係のメールでも来ましたし、今おっしゃっ

ている、各家庭を回られたというのは、そ

の３軒のことをおっしゃっているのか、い

やそうじゃなくて、この急傾斜地にあるリ

スクのあるところを回られたのかというの

をお聞きしたかったんですが。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  避難勧告のことだけを、ちょっと答えて

しまいましたが、避難勧告の前に、避難の

呼びかけというものを広く、全町民の方に

させていただきました。それにつきまして

はたんぽぽメール、それからホームページ、

これらを用いてさせていただいたというと

ころでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 
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○４番（橋本謙司君） 

  そうしたら、先ほどおっしゃってた危険

な箇所９６カ所ある。その９６カ所の近辺

の家屋の方が、どの程度たんぽぽメールに

入っておられるかというのは把握されてま

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  それについては把握できておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱり一つその辺で、１点、後で変わ

るかもわかりませんけど、感じたのは、や

っぱりその辺で、多分、想像で申しわけな

いけども、多分こういうような危険箇所と

いうのは、どっちかいうと旧の村が非常に

多いんだと思うんですよね。一部新興住宅

街にもあると思いますけども。ただ、そう

いう方がそういうメールをされてるのかど

うかというところは、やっぱりしっかり調

査せなあかんし、ほんまやったらこの９６

カ所、何軒あるかわからへんけども、その

家屋の方には例えば優先的に入ってもらう

とか、そこの連絡つかへんとこには行って、

広報車で回るとかいうようなことをしなが

ら、その中で、やっぱり自分の安全は自分

で守ってほしい、だから避難してねという

ことではわかるけども、それすらも知らさ

れてないのにというのは、ちょっとちゃう

ん違うかなと。お金をかけられへんという

のはわかります。それは設備改修に２億円、

３億円かける、それはなかなか難しいかも

わからへんけども、その住民がより早く安

全に避難ができるためにはどうしたらいい

かということを考えるべきだと思うし、僕

が担当者やったらそういうことをするかな。

例えば地図にプロットしていって、防災メ

ール来てる、それは防災メール、メールア

ドレスはわかるけども、住所まではわから

へんかもわかりませんけど、そういうこと

の突き合わせなり、それこそそういうとこ

ろにはビラをまいて、ぜひとも入ってくだ

さいというようなことをしてもらうとかい

うようなことは必要やというふうに思いま

すけども、そのあたりも含めて、先ほどち

ょっとお話しされてましたけど、その答弁

も含めてお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど、ちょっと答弁漏れといいますか、

避難所の開設をいたしましたのが、台風が

来ます前日の夜でございます。そのときに、

避難所を開設をしたという旨と、早く避難

をしていただきたいということについて、

全ての自治会長さんに御連絡を差し上げま

して、そういう危ないところに住んでおら

れる方については、自治会長からも、自治

会の連絡網などを通じて呼びかけをお願い

をしておりまして、そのとおりやっていた

だいたというふうには聞いてございます。 

  それから、そういうたんぽぽメールの登

録であるとか、その地図にプロットしてい

くとかいうことについては、当然必要であ

ろうというふうに思っておりますので、今

後そういう面についても取り組んでまいり

たいというふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりこれ、人の命にかかわる話やし、

広島でもああいうふうなことがあった。や

っぱりその辺を、当然僕は住民なり自治会

でやっていくということも必要かもわから
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へんけども、やっぱりそこの前さばきはぜ

ひとも、当初はやっぱりしっかりと行政が

やっていく。何か起こったときについては、

当然地元の協力も得てやるというようなこ

とは当然やと思うので、ぜひともその辺は

整備も含めて、これは行政なりの検討しま

すじゃなくて、ぜひとも実現をするように

お願いしたいなと思いますので、よろしく

お願いします。 

  次に、中学校給食についてお聞きします。 

  これについてはいろいろ、賞味期限切れ

の牛乳だとか、虫の混入、頭髪が入ってた

等の異物混入があって、なかなかやっぱり

生徒からは、食べるのが気持ち悪いという

ふうな子もおるというふうに聞いてます。

そんな中で、教育委員会、学校もそうです

けども、として、そのあたりはどう把握さ

れているのかということを、まずお聞きし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えします。 

  生徒の声、これは中学生全員を対象に、

中学校給食が始まってから後、中学校給食

に関するアンケートということで、自由意

見を記載してもらって、当人、思ってるこ

と、自由に書いていただく欄を設けており

ます。 

  それと、保護者に対して、異物混入が続

いてる後、試食会を行ったんですけども、

そのときにも保護者アンケートをいただい

ておりまして、自由記載をいただいており

まして、その辺で把握できていると考えて

おります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  そのヒアリングをされた結果を踏まえて、

どのような対応をとられるのか。もう今、

夏休み終わって、多分、夏休みを含めると

もう１カ月半ぐらいは、多分その調査され

てから時間があったと思いますけども、そ

れ以降この対応、対策ですね、どのように

考えておられるのかお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  教育委員会としましては、給食委託業者

に対して、これは食教育を進めるという上

で給食の提供の意義、こうだということで

説明していくとともに、やっぱり髪の毛も

含めた異物というのは、もう絶対排除して

もらいたいので、安全で安心な給食が提供

されますよう指導するとともに、今後、抜

き打ちで立入検査を行うということで、指

導監督をさらに進めてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりこれもいろいろな保護者の方お

られて、もうやめたらええんちゃうのとい

う声も、中にはあります。ただ、そこは確

かに始まってまだ半年なので時期尚早かな

と思いますけど、ただやっぱり子どもたち

のために、当然そういうような食育の観点、

あと栄養の観点等々、やっぱりあって採用

されたわけですから、やっぱりそれが子ど

もたちが気持ちよく食べてもらえる。また

何か入ってるの違うかみたいなところから

入る、それではちょっとまた本末転倒やと

思うので、ぜひとも、なかなか難しいとい

うことは十分認識はしてますけども、当然、

業者側のミスでこういうようなことがあっ

てはいかんし、あとはやっぱり学校側の現
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場でも、やっぱりそういう、みずからの頭

髪が入るということも多分あるん違うかな

と思うんです。やっぱりその辺も含めて何

らかの対応、非常に難しいですけども、や

っぱり子どもたちが安心して食べれるよう

な環境をつくっていただくように、ぜひと

もお願いしたいし、また引き続き子どもた

ちの声とか保護者の声というのは定期的に、

今回だけじゃなくて、問題があったときだ

けじゃなくて、定期的にそういうようなこ

とを聞いていただくように、ぜひともお願

いをしたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

  次に、住民満足度向上の取り組みについ

てということで質問をしたいと思います。 

  これは私だけかもわかりませんけども、

やっぱりまだまだ役場の職員の住民対応と

いうのは、なかなか民間並みにとはいかへ

んのかもわからへんけども、お客さんが気

持ちよく来て、気持ちよく帰っていただく

までには、まだまだ不十分ではないかとい

うふうに、私個人は考えていますけども、

そのあたりはどのようにお感じでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  厳しい御意見でございますけども、窓口

におきまして直接応対するというような折

には、まず挨拶を行って、それから用件を

お伺いして対応するというようなことは徹

底をしておるつもりでございますし、また

電話におきましても、まずは課の名前、自

分の名前を名乗ってから対応するというよ

うなことも努めておるという、そういうこ

とも徹底しておるつもりでございますが、

そのようにお感じであるということでござ

いましたら、不十分な職員については今後

とも指導を徹底してまいりたいというふう

に思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりこれ、これも意識、雰囲気の問

題やと思うんです。僕ら子どもにサッカー

教えてますけど、子どもらの世界も一緒で、

挨拶せえへんほうが恥ずかしい。逆に言う

たら、みんながせえへんかったら、多分挨

拶するほうが恥ずかしいんですよね。何あ

いつだけ格好つけてんねんみたいに思われ

る。けど、その雰囲気じゃなくて、みんな

がやる。だから例えば、今、部長がおっし

ゃったように、挨拶するようにしてるでと

言うてはりますけど、ほんなら例えば誰か

が庁舎に入ってきた、そこに対していらっ

しゃいませという言葉をかけてるかどうか、

声が大きいかいうたら、僕は全然やなと思

いますね。それは誰かが率先して、それこ

そ部長が大きな声出して後ろから言うたら

みんな聞こえんねんやから、そういうこと

を雰囲気つくっていくとかいうようなこと

も、僕は必要じゃないかなと。ただ、以前

に比べたらまだ、僕らが来たときでも、た

だ単に立って待ってる人は少なくなったか

なというふうに思ってます。それで、僕が

ぱっと声かけて、今、誰かお聞きしてます

かと、聞いてます、聞いてます、誰々さん

に言ってますって言わはる人もおりはる。

昔はそうじゃなかったときもあった。やっ

ぱりそれは、ちょっとずつはましになって

きてるのかなと思うけども、やっぱりそこ

はもっともっと雰囲気を盛り上げて、役場

来て、ええとこやなって思ってもらえる。

多分、役場に来はる人も、そんなにしょっ

ちゅう、１人が年に１０回も２０回も来る

人ってなかなかいないと思うんですよね。

それこそ年に１回か２回しかけえへん。け

ど、その１回か２回の対応が悪かったら、
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役場ってこんなんやでって言わはる。やっ

ぱりそれが今の状況やと思うんですね。や

っぱりそれを、１回、２回しかけえへん人

でも気持ちよく帰ってもらえるような、絶

対雰囲気づくりをしてほしいなと思ってま

す。やっぱりよく聞くのが、これは物理上

仕方ないのかもわからんけども、例えば昼

御飯を自席で食べられてる。多分、普通の

企業ではないと思うんですね。お客さんが

来るところで御飯食べてるなんて。弁当の

においはぷんぷんしてる。ほんまにそんな

んがお客さんのためなのかとか、あと、例

えば座席のレイアウト一つとっても、例え

ばお客さんがこう入ってくる。けど今は職

員、ほとんど横向いてるんですよね。普通

の企業やったら、入ったら、絶対、接客し

てくる人は正面にいはる。今、受付はそう

なってますけど、各課とかはそうなってな

い。その辺は確かに、今はもうイントラネ

ットというかいうような線を引いてるから、

なかなか難しいかもわからへんけど、そう

いうようなことも工夫する一つの手ではな

いかというふうに思いますけども、そのあ

たりはどのようにお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  自分の席で昼食を食べる、これはもうお

っしゃったとおり、もう物理的に、食べる

ところがないのでそのようになっておりま

すが、御容赦願いたいというふうに思いま

す。それから配席のレイアウトでございま

すけども、確かに島型にかたまって座って

いるというところでございますけども、ス

ペース上限られておりますので、そういう

限られたスペースの中でどのように効率的

に配置をするかというところが、そういう

問題できておるということでございまして、

電算の機器のことも、今、議員がおっしゃ

ったとおり、そういうものも原因といいま

すか、要因であるというふうに思っており

ます。 

  窓口の職場ではございますけども、実際

には窓口の応対と、お客様の応対というこ

とだけではなくて、それぞれ職員一人一人

が事務の分担をしておりまして、お客様へ

の応対とともに、自分の仕事の事務処理と

いうことも非常に多い。それのほうが逆に

多い事務というようになっております。そ

うすると、どうしても自席で、上司である

とか同僚であるとか、話し合い、会議、ミ

ーティングというようなことも再々すると、

相談もすると、いわゆる「ほうれんそう」

というようなこともやるというようなこと

になってまいりますと、今の形のほうが仕

事はやりやすいというようなことを思って

おるところでございます。ただ、横向いて

座ってはおりますけども、お客様が来られ

たときには率先して前へ出ていって、丁寧

に応対をするということには努めておるつ

もりでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱり、確かに物理的な問題はあるけ

ども、その辺がお客さんからどう見られて

るか。これは住民やけども、やっぱり普通

に考えたらお客さんですよね。やっぱりそ

のお客さんがどう見てはるか、その方々が、

どう気持ちよく帰っていただくかというこ

とをやっぱり念頭に置いて、物理的な問題

等々あるかもわからへんけども、それがほ

んまにでけへんのかという観点で見てほし

いし、いや、そもそもできるわけないやん

ていうところから入ったら、多分できない

んです、それは。けどそれが、やるために

はどうしたらいいかというふうに考えたら、
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できることも多分ある。それを、そもそも

物理的にできへんということではなくて、

どうしたらできるかということを、それ以

前にだから何をするかということを決めな

あきませんけども、その何をするかを決め

て、それを達成するためにはどうするかと

いうことを、やっぱりしっかりみんなで議

論していただきたいなというふうに思いま

すので、そこの思考ロジックもしっかりと

変えていきながら、やっぱり役人やなと言

われへんように、ぜひとも豊能町について

はしっかりやっていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

  済みません。時間がないので１個だけ、

情報発信についていきますけども、先般の

台風とか豪雨があった、そのときに、例え

ば道路の通行どめとか等々の情報発信とい

うのは、僕はタイミングも遅かったし、や

り方等々も問題あるんじゃないかと感じま

したけども、例えばああいうふうな情報も

含めて、たんぽぽメールで発信したりとい

うことはできなかったのか。たまたま、き

ょう、あさ、とよのんのゆるキャラグラン

プリについて、たんぽぽメールで来ました。

あんな、しょうもない言うたら失礼ですけ

ども、あんなことがたんぽぽメールで送れ

るのやったら、もっと大事なことがたくさ

んあるんじゃないかというふうに感じまし

たけども、そこでやっぱり情報発信という

のをもっともっと精査しながらやらなあか

んし、例えばきょうのゆるキャラなんかで

も、例えば送る前に、何かもうちょっとカ

テゴリ分けして、括弧つけて、例えばイベ

ントとか何かつけて、それこそ緊急のやつ

は、これは緊急やっていうふうにわかるよ

うな工夫もやっぱりせんと、何かオオカミ

少年みたいに、何でもかんでもというと結

局誰も何も見いひんみたいになってしまう

可能性があると思うので、そこら辺の工夫

は必要やと思いますけども、どのようにお

考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  緊急時の情報につきまして、タイムリー

でないとか、内容がちょっと薄いとかいう

ことについては、御意見があることはもう

真摯に受けとめたいというふうに思ってお

ります。 

  今、御指摘のたんぽぽメールにつきまし

ては、子どもの安全情報、それから防犯そ

の他の緊急情報、これらを流すということ

になってございますので、議員の御指摘の

通行どめの情報なども流すべきであったな

と、今となっては思っておるわけでござい

ます。 

  先ほどのとよのんのメールは、けさ届い

たということでございますけども、これに

ついては学校のそういう緊急メール以外の、

そういうチャンネルがございまして、そっ

ちで送ったということでございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  先ほどもお話ししてましたけど、その辺、

連携をしっかりとりながら、しっかりと情

報発信していただきますようによろしくお

願いします。 

  ありがとうございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、イノベーションとよのの一般質

問を終わります。 

  この際、暫時休憩といたします。再開は

午後１時といたします。 

（午前１１時５２分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○副議長（橋本謙司君） 



 

 2－39 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、緑豊クラブの一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて８

０分とします。 

  西岡義克議員を指名いたします。 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ただいま、議長から御指名をいただきま

した、緑豊クラブの西岡でございます。 

  これから一般質問をさせていただきます

ので、理事者側の方々におかれましては、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  まず、まちの創生、活性化に向けてとい

うことでございます。先般、読売新聞の７

月２６日の朝刊で、地方創生に向けて政府

本気という見出しがございました。そこに

は、地方自治体間の格差の拡大の進行や、

急速な人口減少、さらに高齢化の進行が書

かれておりました。 

  また、日本創生会議の増田総務相の５月

２０日の公表された人口推計では、前の議

会でも出てましたけれども、４０年には全

国の半数の８９６市町村では、２０歳から

３９歳の若年女性が半減し、地方自治体は

消滅の危機に直面するという衝撃的な報告

がされております。自民党の菅官房長官の

秋田県は、大潟村を除いてはほぼ全滅、安

倍総理の山口県も深刻な状況ということで

ございます。政府はこれを受けて、２５日、

まち・ひと・しごと創生本部を立ち上げ、

地方創生関連予算を打ち出しております。

そして、これまでと違って、縦割り行政で

はなく、省庁を横断的に地域振興策を取り

まとめるということで、安倍総理を本部長

として緊急に準備室を発足させたというこ

とです。そして今回、人事では、時の人石

破茂氏が地方創生大臣に着任したというこ

とであれば、これは本気度がまさに本物で

あろうと思っております。 

  この報告は、各地方自治体にとっても衝

撃的なニュースであり、特に今、豊能町の

人口減少は深刻であります。今こそ地方再

生、地域活性化に向けて、緊急事態の警鐘

としてこれを受けとめ、対応しなければな

らないのではないかと思います。豊能町も

消滅自治体にならないように、住民と行政

が協働して、選択と集中により、まちの活

性化に向けて緊急に取り組まなければなり

ませんが、これまでの質問を聞いておりま

して、残念ながら余りその危機感が感じら

れないところでございます。そこで、まち

の活性化に向けて、豊能町の創生と、２番

目に質問させていただきます、その根源を

なす教育の創生についてお伺いいたしたい

と思います。 

  まず、まちの創生についてでございます

けれども、行政評価の実施内容とその結果

についてお伺いいたしたいと思います。 

  前回の質問で、まちの活性化は行政評価

の中で実施計画書をつくってまいりますと

いうことでございましたが、具体的にその

取り組みについて、内田部長にお伺いいた

します。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  前回、実施計画書、総計の実施計画書は

あるかという御質問の中で、行政評価、事

務事業評価の中でそういうものはつくって

まいりますという御答弁を申し上げたとこ

ろでございます。行政評価は今年度より事

務事業評価という形で本格実施に移してお

りますけども、現在はＰＤＣＡで言います

とＤの段階、プラン、ドゥ、チェック、ア

クションでＤの段階で、現在実施中の事務

事業評価につきましては、人件費事業を除

く全ての事業を対象としておりまして、事
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中評価、事前、事中、事後というふうにご

ざいますが、現在は事中評価を実施すると

いう段階で、それによって可能な限り直近

の情報を次年度予算へ反映できるようなシ

ステムとしてまいりたいというふうに思っ

ておるところでございまして、事中評価は

次年度の予算要求前、たった今ですけども、

１０月から１１月ごろに、その時点での実

績をもとに、その年度、今年度の事業の実

施状況を振り返るということをいたしまし

て、その半年間で見えた課題や社会情勢な

どを次年度予算に反映をしていくというよ

うな仕組みとなっておるものでございます。

よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  これからということで、事前、事中、事

後の事中ということでありまして、今まさ

にやっておる真っ最中ということですけど

も、それも、これまでの質問も聞いてまし

ても非常に遅い、はっきり言いまして。こ

の間、事務局のほうからいただいたんです

けども、豊能町だけではなくて、人口減少

というのはもうどこでもあるわけでありま

して、先ほど休憩して話がありましたけど

も、大阪の田尻町は逆にふえると、予想で

は、そういうことが出ております。これは

やっぱり行政がやる気を出して危機感を持

ってやっているということは、この新聞を

見ましても読み取れるわけであります。 

  長野県の下條町というとこは、養蚕をや

っておったんですけども、その衰退で6,０

００人から4,０００人減ったと、人口が。

それに危機感を覚えまして、職員の削減を

５１人から３１人に減らした。これは、同

規模の自治体の半分以下であるということ

が書いてあります。その結果、減らした結

果、財政の安定が図られて、若手夫婦向け

の安定促進マンションをつくったところ人

口がふえたということです。また、大阪の

田尻町、関空の近くですね。あそこは昔は

関空開港に浮かれて箱物の建設を推進した

結果、財政破綻で非常に危機的な状況にあ

った。それに危機感を覚えて、１５４人の

職員を１２４人にまで絞り込んだというこ

とで、それで財政が安定したということで、

ここもやっぱり財政の安定ということは、

やっぱり子育て支援といいますか、教育に

重点を置ける、長期的な施策が打てるとい

うことで、ここもその財政で、民間住宅の

開発と子育て支援をやっているということ

でございます。ですから、先ほど質問した、

まだ半ばであるという話でありますけども、

非常に、前回からもそうですけども、対応

が非常に遅いなという感じがしてますので、

もっと危機感を持って対応していただきた

いと思うんですけども。前回も質問したん

ですけども、豊能町の人件費が非常に高い

と。人件費が町税を食いつぶしてるという

ような状況になっております。豊能町は人

件費に危機感を覚えていないのかどうか、

また今後の人件費に対する対応についてど

のように考えているのかお伺いいたします。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  人件費が高いということでございます。

それは歳出全体に占める人件費の比率が高

いということでございます。これにつきま

しては、これまでもやってまいりましたが、

職員、その総数そのものを減らすという努

力を現在も続けているというところでござ

いますし、そのためには行政サービスの低

下を招かないように、事務委託でございま

すとか非常勤職員化、また指定管理の活用

というものも含めまして、いろいろな面か
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らサービスの低下を招かないように、その

上で職員数を減らしていくというような努

力をしているところでございまして、人件

費比率の削減につきましては、非常に大事

なものであるというような認識をしておる

ところでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  人件費の削減だけじゃなくて、いろいろ

対応の仕方があると思うんですね。私、こ

れ予算概要で、ちょっと調べてみましたら、

大体私が議員になったのが平成元年であり

ます。このときは町税に占める人件費は５

８％なんですね。平成２年が５６％という

ことでありますけども、平成２０年になる

や否や、これ８６％、それから８８％、平

成２１年、続いて８８％、平成２２年は９

２％。平成２３年は９４％、平成２４年は

９５％、平成２５年も９５％、平成２６年

に至っては９７％、こういう状況になって

いるわけです。恐らく職員の皆さんは意識

しておられると思うんですけど、これに対

して危機感を覚えていないということ自身

が非常におかしなわけで、ただ、私は前に

質問したときに、ある方、そんなもん、人

件費の削減なんか簡単やないかと。しかし

そんなことで、職員がやる気なくなったら

どうすんねんという話もございました。そ

うしたら、そのやる気を出すための方策も

考えてみたらどうやと。例えば人件費を減

らすんじゃなくて人を減らすとか、仕事を、

いうたら効率的にやるとか。さっき橋本議

員からも質問ありましたけども、住民さん

に対するサービスについては意識が低いで

す。私いつも朝入って、私が大きな声でお

はようございます言うんですよ。お客さん

が入ってきたら、職員さんがおはようござ

います言うのは本来の形です。これがサー

ビス産業です。豊能町は人のお金を預かっ

てサービスを提供してるサービス産業です。

そういう意識の改革がまだできてないし、

全くできてないと言ってもいいぐらいです。

逆に、職員さんからお客さんに声がかかる

のが本来の形です。そういうことは置きま

して、そういうことで非常に厳しい状況に

入っておりますけども、箕面市においては、

地方創生事業で、地域の元気創造事業とい

うのに取り組んでおります。これは地域の

元気創造事業、これ、算定に用いる指標と

して、地域経済の活性化、もう一つは行革

の努力の取り組みという。この行革の努力

は、職員数の削減率というの、それから人

件費の削減率、この辺を、もう既に箕面は

取り組んでおります。だからそういう、や

っぱりまず危機感がない、意識がないとい

うことが基本ちゃうかな。さっき言うたよ

うに、何も職員を削減するだけが能じゃな

い、給料を下げるだけが能じゃない。この

箕面市のコンセプトを見ますと、頑張った

職員には報い、頑張らない職員には一切報

いないということをタイトルにして、年功

序列制を廃し、頑張った職員が報われる制

度へ。絶対評価を廃し、相対評価導入へ。

もう既に取り組んでるんです、去年から。

これをやることによって、今のこの元気創

造事業費、これは地域の元気創造事業の予

算は地方交付税で措置されるということで

すわ。だから行革の努力の取り組みとかい

うのをやったら、そういう国からの予算も

あるわけですわ。職員が国からのいろいろ

な予算を、やっぱり探し回ってやらなあか

んと思うんですよ。一回、人事評価の、こ

こはもう人事評価は絶対評価を廃し相対的

にやると。だからその評価も、職員同士の

評価みたいなことも書いてるわけです。そ

れはやっぱりシビアなやり方をせんと、も

うこれ、それこそなくなりますよ、ここに
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入ってますから、豊能町は。だから一回人

事評価、頑張る職員を育成してみたらどう

なのか。それと人件費の削減なのか、例え

ば少数精鋭主義で能力給にするのか、その

辺の考えちょっとありますか。考えてみて

るかどうかお伺いします。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  能力給の導入についてでございます。職

員の勤務評定につきましては、職員の能力

の開発、それから指導の育成、また職務能

率の向上ということを図ることを目的に、

平成１８年の１０月から既に導入をしてお

るというところでございまして、主に職員

の能力開発、育成ということで活用してお

りますが、昇格させるときの資料というも

のにも活用しているというところでござい

ます。 

  頑張った職員が報いられる制度というこ

とでございますけども、その勤務評定の結

果を給与に反映させるというようなことも

考えられるわけでございますが、これまで

の勤務評定の結果を見ますと、これ以前も

同じようなことを申し上げたかもわかりま

せんが、所属ごとにまだまだばらつきがあ

るというようなこと、それから職員の業務

に対する適性といいますか、その配属して

いる職種ごとに、職場ごとに違いがあると

いうようなことから評価は変わるというよ

うなことがございまして、現時点でその勤

務評定の結果を給与に反映させることは難

しいというふうに考えているところでござ

います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今の答弁聞いておっても、生ぬるいなと

いう感じはしております。ここの箕面市は、

給料を上げることも下げることも、それと

人事の評価では降格も考えているんですよ。

昇格だけじゃない、降格も考えている。お

互いに職員同士の勤務評価もやると。総人

件費の削減は６億9,０００万円、１０％カ

ットするという目標を立ててやっているわ

けです。今後そういうことも考えて、この

次もまた質問したいと思いますので、ちょ

っと考えてみていただきたいと思います。 

  この地域の元気創造事業、このあれは約3,

５００億円を国が計上しております。これ

なんか、これをとるために箕面市は一生懸

命去年からやっているわけですよ。来年か

ら実施するということで、今そういう取り

組みをしている真っ最中で、だから豊能町

もいろいろな予算はあるし、それをとるた

めに、自分ができることが何なのか、協働

というのは、まず行政が先やることです。

やることをやって、そして住民に無理も言

ったり負担もできると思います。協働とい

うのは、まず自分がやることです。自分が

やるだけやって、できない部分を相手に補

完してもらうのが協力して働くの協働なん

です。そういう協働でって格好ように言う

てるけど、結局それが意味がわかってない。

心してそういう形でやっていただきたいと

思うんですけども。 

  もう一つ、この地域の元気創造事業、こ

れに恐らくやり方によっちゃいけるんちゃ

うかなと思うのは、人口減対策もそうです。

それと定住化施策もそうだと思います。私

は、先ほども質問出てましたけど、バスの

問題ですね。私は西の鉄道、東のバスやと

思ってまして、そのバスの対応は、私は最

大の定住化施策やと思ってます。特に東地

区はバスしかないんですから。先ほども橋

本議員から出てましたけども、私、調べて

みましたけど、やっぱりこの、交差点に立
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って挨拶運動してますけど、子どもが、中

学３年生の子が高校のバスに乗らへん。お

かしいなと、家へ行ってもうたら、家閉ま

ってるんですよ。引っ越してます。だから

さっきの話で、もう高校までは何とか行っ

ておるけど、高校出たらもうよそへ行こう

かと。それと中学終わって高校に入ると、

下のほうへ行かなあかんから１人１０万円

ほどかかると。私ら入ったときは１５万円

かかったんです。今は１０万円。だからそ

ういうことで、千中のバスを、箕面トンネ

ルを通って行けば人がふえるの間違いない

んですよ。そうすると、バスの運賃の話も

やっぱり出てくるんちゃうかと。そんなに

私は負担せんでもええんじゃないかなとい

う気がしております。これ、千中の直行便、

３年先に何か考えているという話やけど、

３年先という意味はどういう意味ですか。

お伺いします。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、議員が３年先にということをおっし

ゃったのは、地域公共交通基本構想で長期

的計画に位置づけているというところのこ

とをおっしゃったのかなというふうに思う

わけでございます。確かに、この４月に策

定いたしました基本構想におきましては、

その箕面グリーンロード直行便については

長期的計画ということに位置づけておりま

すけども、できるものから順次やっていく

ということでございますので、可能なもの

については早期に実施をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  できることからやってもらうんやったら、

この箕面トンネル直行便、即やってくださ

い。これは豊能町にとってもプラスになり

ます。さっき言った定住化施策の最たるも

のです、東は。私これ、第１便、朝の１便

から７便まで乗ってみました。ほんで最初

に乗ったのは、まだ夏休みやったから、え

らい少ないな思っておったんです。ところ

が夏休み終わって乗ってみました。満席で

す。それだけ学生も多いんですよ。ほんで

これ第１便が午前６時１０分、それからそ

の後は午前６時４０分か、いろいろあるん

ですけども、これ、午前６時１０分とその

次の便を夏休みに乗ったんですけども、や

はり少なかった。再度乗ったんですけども、

もう全然違う結果が出ておるんです。夏休

みのときは、希望ヶ丘では１９名しか乗っ

てないです。ところが夏休み終わって乗り

ましたら３０名乗っておるんですね。そし

て今、残土が崩壊したほう、泉原から外院

に行って千里中央へ行ってますね。これ、

反対に今度４２３から行くと、要するに木

代、川尻、余野、この辺も乗るわけですわ。

そうしたらこれ以上のもんが乗るいうこと

ですわ。今、学生さんなんかは、牧、寺田、

その辺の人は、親御さんが希望ヶ丘まで送

ってきてるんですよ。なぜかいうたら、車

が反対に走ってるから。あれで４２３向け

て走ったら送ってこんでもええんですよ。

池田線に乗って余野まで来たら千中線に乗

れるわけです。 

  それと、交通会議の中で阪急バスが言う

てます。池田線１便直行、池田便を希望ヶ

丘から出したのは、中止々呂美で箕面から

来たバスに乗っていただいて、千中、トン

ネルを通って行けるということを言うてま

したけど、そんなもん全然だめです。私、

乗りましたけど、池田線。あそこでは、お

りても、向こうから来るバスは満杯で乗れ

ません。あれは阪急バスの詭弁です。だか
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らまずやることは、千中線を先、通すこと

です。それから西地区から中止々呂美に、

何とかバスに、それを通したほうがずっと

ましです。それをせんと、もう既に私の知

っておるだけで５人ほど出てます、高校へ

行く子が。おかしいなと思ったら、いてな

い。それぐらい厳しい状況なんですよ。３

年先にやったら、もうほとんど希望ヶ丘お

りませんで。 

  それと、あのうちの特急便は、白島から

千中へ直行で入ります。箕面にある便は白

島まで来て衣服団地へ入っていくから、１

５分遅いんです。だからうちのバス乗るん

ですわ。３年先というのが、私は恐らく、

地下鉄は一つこっちへ来ると、白島へ。そ

うしたらもううちの便も要らんわけです。

ほんで箕面市は、それができたときに全体

のバスの路線をやりかえるということを言

ってます、交通会議の中で。そのときにう

ちが見直すという話。でも箕面市のために

阪急バス通しているわけじゃないし。あれ

は前回の質問で言いましたように、大和団

地が１億3,３００万円投入して走らせたバ

スです。いわば今のエスカレーターの、地

元のあれでやっているのと一緒ですよ。た

だそれ、できることからやるいうのやった

ら、このバスからまず通してください。ど

うですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  阪急バスの言い分でございますけども、

これはもう御存じのとおり、現行の便の経

路の変更を行うと箕面市域での需要を満た

すことができないというようなこと。それ

から、朝何便ででもということを言うと、

車両と人員に余裕がないと。新しい車両と

新しい人員の雇用が必要となるというよう

なことを、阪急バスは常々おっしゃってま

して、実現に至っていないというようなと

ころでございます。ただ、今、議員もおっ

しゃったとおり、箕面の粟生団地発の千里

中央行きがございますし、その粟生団地付

近で豊能町発着のバスに乗っておられる方

がおるというのが阪急バスの考え方でござ

いますけども、ちょうどその豊能町から千

里中央行きと、粟生団地から千里中央行き、

よく似通ったダイヤのバスがございますの

で、実際にこの９月中にでもそのバス停に

立ってみまして、どれぐらいの利用がある

のかと、その阪急バスの言い分がどれぐら

い正しいのかと、箕面市域のお客さんに迷

惑をかけるというようなことでございます

けども、それはどれぐらいの程度のものな

のかというのは、実際に見て確認をしてみ

たいというふうに思っておりまして、そう

いうところを論破できていけば、一日も早

い実現に結びつくのかなというようなこと

を考えておるところでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  私が論破する根拠を教えてあげますわ。

箕面市は絶対困りません。全便を通さんと、

２便だけ向こうに回すんですよ。５便はト

ンネル通すんですわ。２便行くと、今、私

が調べた中では、あそこに乗ってくるのは

２０人乗ってないです。十四、五人ですわ。

そうしたら、２便通したら、今まで５便通

ってるやつを集約して乗るわけですよ。十

分いけます。それは言うておきます。 

  それともう一つ、希望ヶ丘から箕面トン

ネル通っていく便も７便から５便にしたら

それに集中するから、もっと乗りますよ。

恐らく立ちが出ると思います。今そういう

状況ですけど、３年先になったらそれどこ

ろじゃないですよ。ほとんど乗らない。 
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  それと、先般、私が調べている中で、お

客さんがおりていった。何でやと聞いてみ

たら、もう満席で座られへんから、私、車

で行きますわ。車で行ってる人もおるんで

すよ、中には。だけど、バスが直行便、箕

面トンネル通ったら、乗る人がもっとふえ

ます。これ、間違いないですよ。それと、

橋本議員が言っておったように、箕面森町

まで送ってる人もおるんですよ。そんな手

間かけんでも、こっちから通したらええわ

けです。箕面森町の中なんか入らんと、直

行便で行ったらいいわけですわ。箕面森町

に入ったら１５分遅いから意味ないんです。

箕面森町も困るわけですよ。豊能町の人な

んか別に相手にしてバスを通してるわけや

ないから。今だから、新光風台から箕面森

町にバス入れてますね。箕面森町の人も怒

ってますよ。何で豊能町の人がここへ入っ

てくるんだと。入ってくるんだったら千里

中央まで行かんかいということを言われて

います。だから、ええと思ってやったこと

は、全く逆のことになっておるんです。だ

からちゃんとその辺は調査してやらないと、

無駄な金、今、払っておるんですよ。西地

区のあれ、1,０００万円払ってるんですか

ね、毎年補助金として。そんな金あったら、

さっきの橋本議員の話じゃないけど、運賃

ちょっとでも安くしたったほうがずっとま

しですわ。運賃に関しては多分、今の直行

便走らせて、そんなに負担は来ないと思い

ます。 

  それと阪急バス。今、山の中通ってます

けれども、今度下を通ると、これは山間料

金じゃなくなるはずです。だから安い便に

なるはずです。私は池田線も乗りましたけ

ど、池田線は５００何ぼですわ。距離的に

はそんなに変わらないです。だからそうい

うことではね。それは阪急さんの言い分も

あるでしょう。でも、きちっと調査した分、

これは絶対いけるあれですわ。それを今ま

で、阪急さんがどうのこうのとかね。ほん

で箕面市さんのほうやと思うんですよ。箕

面市さんが今まで、そんなもの減らしても

うたら困るという話があったんじゃないか

なと。これは行政間のことだから、私はわ

かりません。ただ、状況が変わった、社会

状況が変わった、それに対する対応をせな

あかんですよ。橋本議員が言うたように、

我々が入ったのは自然があるから入ったん

です。不便でもええ、多少不便でも自然が

あったらええいうて入ったんです。ところ

が、今の２代目、３世代の人は、よそから

入ってきた人は、そんなことで入ってきた

んじゃないんですよ。利便性を求めてるん

ですよ。それに対応していかないかん。そ

ういうことも考えたことありますか。その

辺も踏まえて、今後もっと積極的にやるの

かどうか、お答え願います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  具体のことも含めて、いろいろ御示唆を

いただきました。我々としてもその交通と

いうものが、やはりまちの、名前どおり大

動脈、やっぱり血管だと思っております。

ここをより太くするというのが、やはりま

ちづくりの根幹にもなるのじゃないかとい

う思いです。その中で、交通にはもちろん

料金もあります。到達時間というのもあり

ますし、頻度というのもあります。今おっ

しゃっていただいている北大阪ネオポリス

線をグリーンロード経由にするというのは、

まさに到達時間を短くするということかな

というふうに思っております。もう御指摘

のとおりです。公共交通、特に広域公共交

通という位置づけの中で、一つの自治体で

通っていてもそうなんですけれども、複数
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の自治体に通る公共交通というのは、やは

りそこで損益調整というふうな考え方があ

ります。これは道路交通法なんかで、済み

ません、要は営業で行っているバス路線な

んかそうですけども、自由化されてもう数

年がたちます。でもかかわらず、そういう

損益調整というふうな考えがいまだに残っ

ているところです。ですから、確かにメー

ンは希望ヶ丘の方が千里中央に行かれる、

そのためのバス路線であると。ですから、

路線開設のときに幾多の負担もされたとい

う経過もあるわけですけれども、ただ、そ

こを通っているということから、通ってい

るところ全ての公共交通をどう組み立てる

のかという、その考えも成り立たないと、

経路の変更というのはなかなか難しいとい

うことで、先ほど御説明しましたように、

経路変更しても影響が少ないのではないで

すかという実体的な数値を我々みずからつ

かんで、それぞれの関係者、特に行政間、

自治体間の調整はこれから進めていこうと、

そういうふうなところで、まさに今申し上

げた、今この場では申し上げられませんけ

れども、この９月に実際に職員がバス停で、

どれだけの数がどの便に乗られるのかとい

うことを調べた上で、関係所と協議を進め

ていこうというふうに思っているところで

す。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今の話、わかるんですね。私が調べた範

囲では、箕面、あの茨木は、毎回乗っても

１人ですわ、朝は１人しか乗りません。箕

面行って、大体外院から白島まで、大体１

０人から１５人までです。私は思うんです

けど、２便、初めは第１便、午前６時１０

分と、それと午前７時４０分を山の中通し

て、後の午前６時、次、１０分の後が４０

分なんですけども、１０分繰り上げて午前

６時３０分から１５分置きに走らせたら、

向こうへ着く時間がちょうど午前７時から

午前８時までの間なんです。これやったら

満席になって、阪急さんも喜びますわ。満

席で喜んでいただけて、おまけにシャトル

バスを中止々呂美に回したら、それはもう

御の字ですわ。それこそつり革持って乗ら

なあかんぐらい。採算ベースにもきっちり

乗ってます。それで町長に申し上げたいん

ですが、その取り組みもやっぱりバスだけ

とかそういう形じゃのうて、やっぱり有機

的に取り組まなあかんですよ、定住化施策

というのは。例えば住マイル施策いうのが

ありますやん。そんなんも単独的にやらん

と、いろいろなもんとかけ合わせて、それ

例えばバスの問題もそうやし、定住化施策

というのは何もエスカレーターと住マイル

だけやないから、全体見たらいろいろなも

のあるはずですよ。そやないと、そんなも

ん全然、単品でばっとやってるから無駄遣

いが多いんです。今後そういう有機的な取

り組みもやってほしいと思うんですけども、

どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  確かに有機的にするということは、非常

に大事だと思っております。このたびも住

マイル助成とあわせて、池田銀行が、親元

近居住宅ローン、こういったものもやって

いただいたりとかしておりまして、できる

だけいろいろなところとも連携しながら、

今後もやってまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 
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○１３番（西岡義克君） 

  そうしたらそういうことで、今後その人

件費も全てそうですけど、全体的に有機的

に取り組んでいっていただいて、もう、ほ

んまにここにこのまちがなくなるというこ

とがデータ出てますんやから、それになら

ないように、やっぱり危機感を持って積極

果敢にやっぱり取り組んでいただきたいと

思います。 

  それでは続いて、まちの活性化の、私は

原点やと思うんですけども、教育の創生に

ついてお伺いしたいと思います。 

  私はもうこのまちは、皆さんおっしゃっ

ているように、教育のまちやなんてええ格

好言うてますけど、万葉歌人の山上憶良と

いうのが、「銀も金も玉も何せむに勝れる

宝子に及かめやも」と言うておるんですよ。

つまり、金銀財宝いろいろあるけど、やっ

ぱり子どもが最高の宝やという意味ですけ

どね。ところが、皆さん口では子どもは国

の宝や、まちの宝やなんか言うてますけど

も、それほど実行力に関しては、子どもの

ことを真剣に考えてないなというふうに私

は感じております。知行合一ということも

あるんですけども、そういう精神はどこ吹

く風という感じなんですけども。やっぱり

地域と家庭と学校の連携ということが常々

言われておりますけども。教育長は、教育

の制度の創生のキーワードに、地域の協力

で自然体験というふうに、前回、答えられ

ておるんですけども、我々はやっぱり先人

が守り育ててきたこういう自然を守って、

子どもの教育に生かして、後世のためによ

りよい形で後に引き継ぐというのが我々の

責任やと思うんですけども、残念ながら自

然体験どころか、あのあたり自然破壊を子

どもたちに見せてしまったということで、

子どもに対する安全対策、これはやっぱり

大人の責任やと私は思うんですよね。だか

らこれは全町挙げての取り組みが喫緊の課

題、重要課題だと思っております。そこで

まず、子どもの安全について、町長、一つ、

残土の規制条例とダンプ進入のこの問題、

子どもに関係しておりますので、何かお考

えはありますか。具体的なことがあればお

伺いします。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  残土の問題につきましては、この２月２

５日崩落以来、さまざまな御迷惑をおかけ

しているところでございますけれども、こ

ちらにつきましては、一つはまず条例、こ

ちらをつくってまいりたいというようなこ

とでございまして、大阪府とも連携をしな

がら、今現在、進めているところでござい

まして、大阪府も先日、９月１日に審議会

の検討部会、そちらのほうで一定方向を示

していると、我々もそういったこととも連

携しながら、条例はつくってまいりたいと

いうふうに思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  残土の規制については、９月２日の事務

局からもらった新聞のあれでは、大阪府も

土砂搬入を許可制にするという方向でいく

ということ、これ新聞に出てますけども、

これ今まで残土条例は大阪府にはなかった

と。それをつくって、前回、砂防指定地域

に放っておったということで逮捕されたん

ですけども、私はこの森林法で豊能町が届

け出になってるんやけど、これを許可制に

するいうのは非常に上位法の関係で難しい

やろなということも思うんですけども、こ
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れはそやけど、今、残土がどんどん入って

いっている状況の中で、やっぱり国に働き

かけるということは、やっぱり国会議員と

かその辺にも積極的にいかんとあかんと思

うんですけども、その辺はどうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  先ほどのダンプ通行の関係で、それが今、

大阪府で考えられている条例の中でどのよ

うに、今、取り扱われているかということ

でお答えをさせていただきたいと思うんで

すけれども、まず、大阪府のほうで条例を

つくるという、その作業の手順として、大

阪府の設置されておりました環境審議会の

ほうに諮問をされたということです。要は

その環境の視点をメーンに残土条例のこと

を審議するということで、専門部会がつく

られて、それが一定、今終わったという状

況になってます。この後、審議会で、それ

を多分オーケーという答えが出されて、こ

の９月議会の中に草案として予定されるん

じゃないかと。その中で、環境の視点でご

ざいますので、他の法律で規定されている

ことまで踏み込んでというところは非常に

難しいところですが、ただ、環境の視点で

すので、例えば騒音ですとか、自動車交通

の排気ガスですとか、そういうふうな視点

は、今、基準は明確に示されているわけで

はありませんが、そういうことは盛り込む

べきだろうと。もちろん水質や土壌という

ところも盛り込むべきだろうというふうな

ことになってます。 

  もう一方で、我々が今まで少し取り組ん

できたというところでは、今回の事故もそ

うですけども、環境の視点ということは非

常に大切なことなんですが、実は土木的な

ところで、あの地形、あの行為がどうであ

ったのかというところが、実際には事故を

起こした一つの要因ではないかというふう

なところで、残念ながらというか、大阪府

では環境の視点で条例をつくっていこうと

いうことですが、やはり国のレベルでは、

やはり土木工事としてあの残土が積み上げ

られたことがどうであったのかという視点

でもって、これはちょっとお考えいただけ

ませんかという発信は、これはしてきたと

ころです。ただいまそこは、具体には何も

聞いておりませんし、多分進んでもいない

のではないかというふうに思ってます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  この条例の問題は、上位法の関係もあっ

て非常に難しいところあるんですけども、

もう１点、小学校のところからダンプが入

っておるという問題は、これは私もいろい

ろな情報を入れた中で、大変驚いておるん

ですけども、本当にこんなことがあってい

いんかなと。行政自身が問題を起こしてお

るということで、これは子どもに対する安

全ということは、安全策は、これは教育委

員会の問題で、どう子どもの安全を守るか

ということですけども、解決策はやっぱり

当事者の行政であろうと思っております。

このままやっていくと、必ず交通事故か何

かに巻き込まれて、子どもが亡くなるとい

うことも可能性はあるわけです。確率が高

いことは、やっぱり避けていかなあかん。

そうすると、どうするのかいったら、迂回

路をつくるしかないと思うんですけども、

副町長、どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  今、ダイレクトに迂回路ということでお
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尋ねいただきました。確かに平面交差を妨

げるということで、平面交差を避けるとい

うことでは、迂回路というのは非常に有用

な方法だというふうには思います。それが

形式的にも、もしくは地権者としての調整

も、いろいろ難しい点はあるというふうに、

今は考えておりますが、有用な方向の一つ

やというふうには思っております。 

  それと先ほど、少し御説明が足りません

でした。残念だというふうな言い方をして、

環境の視点でということで、この条例のこ

とを御説明しましたが、実は土木技術的な

専門家も入って、形状的なことも盛り込ま

れるということになっておりますので、済

みません、ちょっとこれは御説明不足でし

た。よろしくお願いします。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  私は長年ばかな議員をしておりまして、

教育関係ずっとやってきました。教育とい

うのはなかなか結果が出ないんですよ。だ

からもっと賢うに回りやという話もあった

んですけども、これはしかし、なかなか結

果は出ないけども、やれば必ず結果は出る

問題です。時間かけたらできることなんで

す。だからこれは粘り強くやっていただい

て、子どものためにやっぱり安心・安全を

確保していただきたい。これは大人の責任

であります。子どもに対しては、大人は１

００％責任を負うわけでありますから、そ

の辺心して、今後このダンプの問題、迂回

路の問題、積極的にやっていただくことを

要望しておきます。 

  それから次に、私は、教育は百年の大計

と言いますけども、これは、「一年の計は

穀を樹うるに如くなし、十年の計は木を樹

うるに如くなし、終身の計は人を樹うるに

如くなし。」これは管子の名言からきたも

のですけども、やっぱりさっき言ったよう

に、即座に結果が出ない。百年の大計と。

でも必ず結果が出るのも教育なんです。だ

から、子どもはきちっと育てないかんとい

うのは私の思いなんですけども。ですから、

長期の展望で短期の実践。そのためには財

源が必要やということで、先ほど言ったよ

うに、やっぱり行政はきちっと危機感を持

ってやってほしいと。学校というのはスク

ールというんですけども、教育はゆとりの

産物であって、スコレーというギリシャ語

からきておんです。これは暇という意味で

す。ところが今の教育にはゆとりがないと

思うんですね。これ、私は敗戦による、教

育勅語から教育基本法に変えられたことに、

私は原点があるんじゃないかなと思ってお

ります。私はそやからＧＨＱにやられたな

と思っておるんですけども、教育の効果は

即効性はありませんが、先ほど言ったよう

に、必ず結果は出るもんで、ボクサーで言

えばカウンターパンチではなくてボディブ

ローで、じわじわ、真綿で首を絞めるよう

に効いてるというもんなんですね。６９年

たって、やっぱりだんだんこのＧＨＱのあ

れが効いてきたんかなと思っておるんです

けども、近々ではやっぱり学校５日制、こ

れに問題があるんじゃないかなと思ってお

ります。本来、ゆとりの教育というのは心

のゆとりなんですよね。時間のゆとりじゃ

ないんですよね、これ。土曜日の１日を子

どもから取り上げた結果、今、学校関係も

大変なことになっておりまして、私、夏休

み、今、９月１日や思っておったら、皆ば

らばらですわ。８月２０日からやってると

こもあれば、中学校でも８月２５日ぐらい

からやっておるところもある。豊中なんか

早くからやっているということですけども、

ただ、もちろん知育だけが私は教育の全て

ではないと思っております。一般的に知・
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徳・体のバランスということを言われてお

りますけども、最近、親御さんが目に見え

る知育には大変興味があるんですけれども、

徳育、体育に対する興味がいまいちという

感じが、私はしております。 

  そこで教育長にお伺いしますけれども、

基礎基本の重視ということでは、教育長は

知・徳・体のうち、一番大切な基本はどれ

だと思っておりますか。お伺いします。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  教育基本法では、知・徳・体の調和がと

れて、生涯にわたって自己実現を目指した

自立した人間ということが、そういう育成

を目指すことを目標としておりますので、

どれが大切というよりは、知・徳・体バラ

ンスのとれた教育というような答弁をさせ

ていただきます。そういう意味から、本町

としても、知育として授業研究を推進した

り、徳育として道徳の研究指定校を設けた

り、それから体育という観点では、体力向

上プランを各校に立ててもらって対応して

いると。そうしたバランスのとれた取り組

みを、教育基本法等の目標に応じて対応さ

せていただいているということでございま

す。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  いや、そのバランスある教育はわかって

るんですけども、もしどれかと言えばどれ

かということで聞いたんです。私は、教育

長はバランス、それ以上のことは言えない

んかもしれませんけども、私はやっぱり徳

育が一番だと思っております。つまり、人

間が人間としてどうあるべきかということ

を教えるのが教育でありますから。ただ、

残念ながら、特に今の保護者の皆さんを見

てますと、家庭で塾に行かせて一生懸命知

育をやって、肝心の家庭教育であるしつけ

がおろそかになっていると。本来、家庭で

しつけ、学校で知育というのが本来の形な

んですけども、本末転倒してるんじゃない

かなということが感じられます。これまで

は学校教育こそ教育だと思っていたんです

けれども、これからは家庭教育が基本であ

るという方向が大半を占めております。こ

の家庭をどう取り組んでいくかということ

は非常に大きな問題になっておるんですけ

れども、教育長は、前の質問、前回の質問

で、道徳教育を推進するために、知識力と

実践力の二面を捉えて、知育の向上のため

に道徳に長けた講師による研修会を教師の

レベルアップのためにと答えておられます

けども、具体的なプランはできているのか

どうかお伺いします。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  山口県の宇部市にある小学校の校長で、

道徳教育に非常に長けた方で、しかもわか

る授業を目指した方がいらっしゃって、あ

る方に紹介してもらいまして、実際に８月

２７日でしたか、本庁、この２階で研修会

を実際に催しました。道徳の教育について

力を入れていきたいと思っておりますので、

どのようなことを狙って、内容をどう絞っ

て、どういう方法で教えていくのかという

ようなことに、事細かに指導を受けた次第

であります。本町以外の方々も聞いておら

れて、大変よい研修であったというふうに

聞いております。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 
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  この道徳教育に関しましては、今回もま

た再度、下村博文文科大臣が、この方は道

徳教育を推進しようという形で、道徳の授

業化ということもやっていっておりますが、

ただ、教師の力量というのがやっぱり問わ

れると思うんですね。やっぱり、ただ、こ

れまで知育で育ってきた先生がたくさんお

られますけども、人格的権威の高揚という

ことが言われておりまして、今、制度的な

権威というのは、ただ、教育長とか名刺の

肩書みたいな、町長とか、そんなん別に教

育長がえらいのでもないし、町長がえらい

のでもない。ただ人格的な権威というのは、

やっぱり信念を持ってその実現に向けて努

力をしている姿、そして全力投球する姿勢、

汗を流す心構えに子どもが感動し、そして

そういう先生を尊敬するようになり、この

先生に従うことが自分の存在にとって必要

やということを無意識に感じる。従順の教

育を施すということは道徳教育には必要な

ので、その教師の力量が非常に難しいなと

思います。その辺はどういうふうにお考え

ですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  教育の根本的な目標は人格形成にありま

すので、そういう意味で、より豊かな人格

といいますか、そうしたことを背中で教え

られるような教員で、全てがあってほしい

というふうに願う気持ちはあります。そう

いう意味で、研修を深め資質を高めていく

という、そういうことの取り組みを本町で

もやっていきたいと思っておりますが、一

方で、教育を進める上で人格が高いレベル

の者が全てかというと、そうではなくて、

やはり指導技量、指導内容をきちんと理解

して、それをきちんと並べて、そしてわか

りやすくきちんと教えることができて、そ

れを適切に評価できるという、そういう技

量も非常に重要な点でありますので、先ほ

ど申し上げた８月２７日の道徳の研修会に

おいても、その道徳的知見を実践力につな

げるための指導法の重要さ、これが大きく、

強く指摘されたところであります。そんな

観点も含めながら、本町の教員研修等を進

めていきたいものと思っております。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今、教師の力量の問題もあるんですけど

も、受ける側の子どもの問題もあるんです

けども、教育長はこの前の委員会の中で、

教育の適時性ということを言われておりま

す。やっぱりその時期、時期に教えなけれ

ばならないという教育の適時性についてで

すけれども、じゃあこの道徳教育はいつぐ

らいから始めたら一番いいのか。どう思っ

ておられますか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  道徳というのは、教育課程、つまり学習

指導要領に指導領域として一つ示されてお

りますので、そういう意味の教育、教育課

程の基準の中で示されている道徳という問

題と、広義の意味の道徳という意味がある

かと思います。そういう意味で言うと、例

えば幼稚園教育要領においては人間関係と

いう領域が、五つの領域が幼稚園教育要領

に示されてるんですけども、その人間関係

という、それをうまく形成していくという

ような中で、基本的な生活習慣を図るとか、

その中で、自立心、思いやり、社会生活の

ルールを守るとか、命の大切さを知るとい

う内容もそこで、実は遊びの中で学んでい
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くということが示されています。そういう

意味では道徳の芽生え、人格形成の基礎と

いう観点から、３歳とか２歳、もちろん１

歳からも始まるかもしれませんが、早い時

期からそれはだんだんと進めていく必要が

あるので、その辺の指導の必要性というか、

小さいころからの指導の必要性というもの

は感じております。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  私は、子どもを家庭教育から引き継いで

学校教育に受け入れるという形が正規の形

であろうと思っておりまして、今さっき教

育長が言った、広義の意味の道徳、徳育と

いうのは、私はもう３歳児のときからやっ

たほうがいいのではないかと。私がＰＴＡ

やっているときに、３歳児の英才教育てな

ことを言って英語をばりばり教えている親

御さんがおったけれども、私はこんなこと

を教える前に、やっぱり３歳児というのは

体で覚えますので、このときにこそやっぱ

りしつけ、徳育、これを教えるべきだと。

昔からよう言いますけども、日本では三つ

子の魂百までもということを言われまして、

この時期に一回覚えたことは忘れないぐら

い、そういう集中力があるわけであります

けども、そこでやっぱり悪いことをしない

こと、誰とでも仲よくすること、こういう

ことは幼稚園のときからできるわけですけ

ども、そういう適時性をきちっと踏まえて

やってほしいんですけども、残念ながら今、

教育現場にそういう広い範囲の道徳教育を

受け入れする体制がなかなか整ってないん

じゃないかと。前回も私、申し上げました

けども、何で学校に国旗が翻ってないのと。

だから私、ずっと回ってみまして、茨木で

も揚がってますし、亀岡でもあります。こ

のごろ大阪市内でも揚がっています。市内、

市内言うてるけどしてますわ。ちゃんと翻

ってます。そういうことで、やっぱり教育

的な観点から見ると、やっぱりそういう基

本的なことを家庭でやって学校につなぐと

いう形に持っていくのが一番ベターやろな

と。今はもう人間が悪くなって、大人が悪

くなってまして、脱法ハーブはやるわ、振

り込め詐欺はやるわ、ストーカー行為はや

るわ、もうとにかく日本人の精神構造が潰

れてしまってます。これを建て直すために

も、やっぱり教育はきちっとせないかんと。

教育は、学習指導要領でも書いてますよう

に、社会の変化に主体的に対応する能力の

育成ということが言われております。私も

平成３年度の府Ｐの会長のときには、社会

の変化に主体的に対応できる、心豊かでた

くましい子どもの健全育成ということでや

ってきてまいりましたけども、残念ながら

今の状況になっておると。これはまさしく、

さっき言いましたように、５日制のはね返

りが、今、じわじわきてるんじゃないかな

と。当時、休むことを中心にしてやってき

て、結局教師も授業時数が足らんというこ

とで、本来なら９月１日をもっと早うやっ

たり、夏休みに補習したりなんかしてるわ

けですね。だからそういうことでは、やっ

ぱり今、教育が一番、豊能町の再生に大き

な要点をしてると思うんですね。社会問題

を解決するのは、私はまさしく教育やと思

っております。先ほど教育長が言われた、

知的な部分ではなくて、道徳の実践という

感じでは、私は今、朝、交差点で立って子

どもと挨拶運動してます。この挨拶運動は、

私は徳育の原点やと思っております。これ

は誰でも参加できるわけです。地域、学校、

家庭の連携というのはここにあると思うん

です。ありがたいことに、もうこのごろ子

どものほうから挨拶します。だから散歩し

てる親御さんが、西岡さん、このごろ子ど
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もがよう挨拶してくれると、気持ちがええ

わと。誰だって挨拶されて悪い気しません

わ。このごろは子ども同士でも挨拶してま

す。私は一つお願いしたいのは、前も言い

ましたけども、もうなくなりましたけど、

あの挨拶運動ののぼり、これをつくってほ

しいんですけど、どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  前にもお伺いしております、のぼりの件

でございますが、なかなか、予算的には今

のところ、まだちょっと確保はできてない

んですが、今年度の、まずは東地区の中学

校区の取り組みで、豊かな人間性を育む取

り組みの推進ということで、大阪府の指定

取り組みの推進校ということで、やっと採

択をいただきまして、その中で挨拶運動、

声かけ運動、それからそのためののぼりに

近いような、そういったグッズを使って、

今年度後半、取り組みをさせていただこう

と思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  のぼりなんかは、そんな金かからんと思

うけど、ほんなもん町長、予備費でできる

んちゃいまっか。どないです。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  先ほど、今中次長からもありましたよう

に、その挨拶運動ということも進めるとい

うふうにですので、その中で補助金も出る

んですね。その中でやっていったらどうか

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  そののぼりのほうは、じゃあ必ずつくっ

ていただくということで、今やってるのは

大阪府ののぼりですわ。豊能町ののぼりぐ

らいきちっとつくって、まち中、西も東も、

やっぱり二、三百本はずっと立てて、1,０

００本ぐらい立てたっていいんですよ。私

だけでも前、バス通りに２０本ほど立てた

んやから。そんで、ここは教育のまちやい

うことを宣伝したらよろしいがな。挨拶運

動をやっているまちはたくさんありますけ

ども、ちゃんとのぼりを立てて、もう一つ

はやっぱり組織をつくらないかんです。今、

高齢化してるんやから、高齢化のお年寄り

と子どものコラボレーションをやらなあか

んですよ。そこへ家庭が入ってきて、それ

こそ地域、家庭、学校、敬老、この辺が一

緒になって、やっぱり運動というの、挨拶

運動の組織を立ち上げなあかんと思うんで

すけども、どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

（発言する者あり） 

○教育長（石塚謙二君） 

  挨拶運動、先ほど、今回の補正予算のこ

とで、町長は補助金ということでお話いた

だきました。今回、８０万円でしたかね。 

（発言する者あり） 

○教育長（石塚謙二君） 

  そうした類いのことはやっていきたいと

思っています。もし余裕がありましたら、

そうしたことに取り組んでみたいと思いま

すので、検討させていただきます。 

  それから、豊かな気持ちを、心を育てる

教育というのは、議員おっしゃるように、



 

 2－54 

家庭、地域、全てがやっぱり連携して取り

組むべきことですので、その事業を受けて

進めていく上では、そうした組織化という

ことについても考える余地があるかなと、

考える必要があるかなと思っておりますの

で、教育支援課のほうが担当になると思い

ますが、相談していきたいと思っておりま

す。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  心の教育という話もありましたけども、

我々が平成３年度のときは非常に知育偏重

の教育をしてまして、高学歴社会を目指し

てやっていって、結局失敗したなという感

がありまして、だからそのツケが回ってき

て、しょうもない、野々村みたいなわけの

わからん議員が出たりするわけであります

けれども、高学歴にはなったけども、いわ

ゆる人格が高潔でなくなったと。逆に物が

豊かになったけど心が貧しくなったと言わ

れております。先ほど、いろいろな、これ

をやれ、あれをやれという話があって、後

ろから、それは自分でやれよという話もあ

りましたけども、とにかくこれから、やっ

ぱり私は、基本は家庭教育が原点やと思っ

ております。親御さんをどう、私は親御さ

んから教育せなあかんのちゃうかなという

気もするんですけど、今、社会の母性化と

いうことが進んでおりまして、やっぱり母

性化から父性化せないかんやろなと。前も

言いましたように、子どもは父親を見て敬

意を表し、母親に愛情を感じるということ

を言いましたけども、社会にそういうもの

があるのかということを考えるときに、非

常に心もとないなという気がいたします。 

  今回、この前、きのうかなにかの新聞に

入ってましたけども、自民党の子どもの貧

困対策いうのがありますけれども、これも、

貧困家庭の子どもは成長してきた後、みず

からも経済的に困窮しやすい。こんなのお

かしいですよね。貧しい家庭の子どもでも

きちっと育ってる子、ようさんおるんです

よ。この中に書いてあるのは、大半は母子

家庭だと。希望ヶ丘の団地でも母子家庭で

頑張ってる人おりますよ。きちっと子ども

を北野へ入れてますよ。ほんで阪大へ入れ

てますよ、上の子は。だから、家庭ですよ、

基本は。お母さん、お父さんいないから、

お母さん一生懸命頑張って働いて、子ども

をきちっと育ててますよ。だからこういう

のを母性化と言うんですよ。やることをや

って、やっぱりその制度を受けるというの

はいいけれども、頭から制度を受けるとい

う考えは、私はおかしいんじゃないかなと。

子どもは親の背中を見て育つと言いますけ

れども、やっぱり先ほど言いましたように、

母親を愛の対象にし、父親を敬の対象にし

て育っていくわけです。心の貧困というこ

と、ここには生活の貧困書いてますけど、

私はその前に心の貧困を直さなあかん。こ

れが教育の原点やないかなと思っておりま

す。だからこれ、教育長、さっき言ったそ

ういう体制を、挨拶運動の、全町的にやっ

てもらうように、もう一度答弁願います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  全町的にやるかどうかって、ちょっとそ

れはお約束できませんけれども、心の豊か

を求めるという授業の中で最大限、その挨

拶でありますとか、気を配るとか、優しい

心を育てるといったような、そうしたこと

を含めて取り組んでいきたいと思います。 

  余計なことかもしれませんけれども、親

の年収と学力の関係というのは統計的に出

ている話でありまして、実際にやはりそう
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いった事実といいますか、あるようであり

ます。しかし、おっしゃるとおり、個別具

体に考えると、それは当たらないこともあ

るのでありまして、あくまでも統計的な話

でありまして、その一人一人の保護者の

方々が頑張っているところ、たくさんある

と思います。そういう意味では、その挨拶

運動とあわせて、私ども教育委員会としま

しても、就学前といいますか、もっと前か

ら、極端に言えば生まれたてのころから、

なるべく難しい御家庭がありましたら、そ

こに手を差し伸べて支援をするといったよ

うな取り組み、子育てのほうで対応を実際

にしておりますし、そういうことにも力を

入れていきたいと思っておりまして、今お

っしゃったように、母子家庭の方々もいら

っしゃいます。そういうところに最大限私

どもがどのような支援ができるのかという

ようなことについて、教育委員会として、

来年度の新制度も控えながら考えていると

ころであります。よろしくお願いいたしま

す。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今、言った私の母子家庭のとこはしっか

りしてやっています。下の子どもは北野へ

行ってるし、上の男の子は阪大に行ってお

ります。父子家庭もあるでしょう。親の、

だからその人格的な権威、これがきちっと

備わっている家庭やと思っております。 

  まだちょっと時間がありますので、最近

私はテレビで「アンと花子」というのを見

ておるんですけども、この中で、今、ＮＨ

Ｋのラジオのおばさんをやっているわけで

す。子どもに物語を初めはしゃべっておっ

たんやけど、戦争になってきて、戦争の報

告をしてるんですけど、その最後に「ごき

げんよう、さようなら。」と言うと。そう

したら、そのディレクターのえらいさんが、

あんたはＮＨＫの放送の方が、あんたには

ごきげんようは似合わないよと。あんたが

育ったその身分では、ごきげんようなんて

いう柄じゃないよみたいなことを言われて

おる。そのときに彼女が言ってるのは、お

金持ちも貧乏な人も、位の高い人も低い人

も、苦しい人もそうでない人も、全ての人

たちが元気で幸せに過ごせますようにとい

う願いを込めて言っておりますということ

を言っております。この、おはようござい

ますの挨拶も、そのおはようございますの

裏に、きょうも一日おてんとうさまと一緒

に元気で幸せな一日をお過ごしくださいと

いう意味があるわけです。だから私は挨拶

運動を進めようということを言ってるので、

一つ、全町的にできればお願いします。 

  私は、先ほども言いましたように、教育

の原点は家庭教育にあると思っております。

日本の将来は無数の、無名の家庭のあり方

にあると思います。そしてそれらの家庭が

いかなる精神、風儀、日常生活のしつけ、

習慣、教養を持つかによって、日本の運命

と価値が決まると思っております。将来の

子どもたちが現在の我々の家庭のあり方を

顧みて、感謝と敬をする心で見てくれるよ

うな家庭づくりをしなければならないと思

います。天性にまさるものはよい習慣であ

るというふうに申します。あしたの豊能町

の子どもたちのために、教育の創生に向け

て、まちを挙げてよりよい環境づくりに邁

進していただくことをお願いして、一般質

問を終わります。ありがとうございました。 

○副議長（橋本謙司君） 

  関連質問ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（橋本謙司君） 

  以上で、緑豊クラブの一般質問を終わり

ます。 
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  ここで、暫時休憩いたします。再開は、

１４時３０分といたします。 

（午後２時１４分 休憩） 

（午後２時３０分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、豊能第一クラブの一般質問を行い

ます。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  指名をいただきましたので、一般質問を

させていただきます。 

  ちょっと体調が悪くて、ちょっと元気お

まへんねんけども、何とか誠意の御答弁、

よろしくお願いします。 

  まず、まずじゃなしに一つだけ、豊能町

の存続について。今、世界中で、各地で紛

争がいろいろ起こっておりますね。以前か

らイスラエルとパレスチナの問題、それか

らウクライナとロシアの問題、またイラク、

シリアにはイスラム国をつくろうという紛

争が続いておりますが、これは町長、何の

ための紛争をしてるのか。答え、なければ

結構ですけども、お答え願いたいと思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  明確な答えになってないかもしれないで

すけれども、やはり宗教的なことでありま

すとか、領土の話とか、そういったことで

紛争が起こっておるのではないかと思って

おります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  そうですね。やっぱり宗教的なこと、そ

して民族的な紛争やね、これ。イスラム国

なんかは、タリバンよりもひどいようなや

り方で、イラク、シリアにわたって自分た

ちの国をつくろうというふうに、今やって

おりますけれども、これはやはりその民族

の自立をしたいと、また、自分の国の建設

をしたいと、こういうことで紛争をしてお

るというふうに思いますが、日本の国を取

り巻く近隣諸国やね、韓国あるいは中国、

この近隣諸国も、竹島の問題とか、あるい

は尖閣諸島、これを日本のもともとは領土

であるのに、自分の国のものだと主張して、

今、韓国あるいは中国はそのように言うて

るけども、これは何の目的かいうことは、

町長、どういう目的でそういうぐあいにす

るか。わかる範囲で結構ですので、お答え

願いたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  それぞれの領土権を主張するためという

ことと認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  先ほど、外野のほうから、ロシアもです

ね。やはり北方領土、大東亜戦争のどさく

さにまぎれてとられましたわな。これはや

はり、その島だけが目的じゃないので。領

土には必ず領海いうのがつきますわね。例

えば竹島なんか、何千億のその領海で、値

打ちがあるというふうに言われてますわね。

尖閣諸島に関しては、これは中国の、太平
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洋へ出ていく一つの足場として欲しいとい

うことだけやけども、私が考えるのに、そ

の尖閣諸島から次は沖縄やね。次は日本の

国ですわ。日本の国をとりたいと、その国

土、領海、そういうもんが欲しいからじゃ

なしに、中国は、私が思うに日本の頭脳、

日本の頭脳を手に入れたら、これはもう世

界中で、それはアメリカやヨーロッパなん

かよりも断トツに、地球上で一番強い国に

なると思いますわ。その日本の国の頭脳が

欲しいからいうことで、多分長い年月をか

けて日本の国をとろうと、中華人民共和国

の日本省にしようと、こういうように私は

考えると思ってまんねんけど、いかがです

か、町長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  確かに、まずは領土、領海、そこから、

確かに日本の頭脳ということも、川上先生

がおっしゃるようなことも考えておられる

のかもしれませんけど、ちょっと私はそこ

まで、よくわかりません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  中国の詩人で、杜甫という人が、「国破

れて山河あり、城春にして草木深し」と。

その国破れてと、国が負けて山河じゃなし

に、国がいかなる理由で滅びようと、自然

はきちっと残っておると。日本の国自体が

なくなろうと、日本の自然は残っておると、

人も残っておると、しかし我々は日本国民

であり、日本の住んでる住民であると。結

局、国家イコール国民ですわ。国があって

国民がおるという上下関係じゃなしに、国

民があって国家があるという上下関係じゃ

なしに、国家と国民はやはり対等な立場で、

いざ日本の国が他国に攻められたら、日本

の国家が攻められたら、日本の国民はやは

りそれに対抗して日本の国を守るというこ

とが大事や思います。豊能町も、豊能町が

なくなっても豊能町の住民はもともとおる

んですわね、ずっと。なくなっても住民は

いてまんねんな。 

  先ほど質問あったように、増田寛也さん

でっかな。２０４０年、先ほどちょっと違

うなと思とってんけども、２０４０年、こ

れから２５年先に、５２３の市町村が消滅

してまうというようなことを書いておられ

ましたけども、結局その中に豊能町が入っ

ているわけですわ。だから、田中町長は２

年前に立候補されたけども、何の目的で豊

能町長になろうと、いうか目的意識がある

と思いまんねんけどね。その目的、豊能町

が今後すばらしいまちにしようということ

を思ってされたように、私は思うねんけど

も、何の目的があって立候補されたんか。

そのことをちょっと聞かせていただきたい

と、このように思いますねん。よろしくお

願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  この豊能町というまちは非常にいいまち

でございまして、やはりこのまち、このま

ちをさらによくしたい。また、増田寛也さ

んの話でもありましたように、人口が減る

という話はあるんですけれども、考えよう

によっては、例えばここの豊能町というの

は、大都市のほうに人口が集中することに

よって、若者がそこで住まう。土地等が高

いから、子どもも、生むような大きな家が
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持てないとか、そういったことで晩婚化し

ていって、少子化が起こっていくというよ

うな、一つ分析されておるんですけれども、

例えばこういった豊能町であれば、都心に

通勤をしながら大きな家を若年層でも持ち

ながら、豊かな生活もやっていけると、非

常に私はいいまちだと思っております。で

すから、こういったまちの長所も生かしな

がら、また、ここのまちではたくさんの、

多くの方がいろいろなグループを組んでさ

まざまな御活動をされておられますけれど

も、こういったことも、まちと一緒に伸ば

していって、自助、共助といった感じで、

要はまちぐるみ、みんなでこのまちをよく

していきたい。大ざっぱに言えばそういっ

た形でございまして、やはりこのまちの特

性、ここのまちの方の特性、よさをともに

生かしていきながら、ともによいまちをつ

くっていきたいというふうなことを考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  よいまちをつくっていきたいという認識

を、今の豊能町の住民が半数以上、あるい

はほとんどの方が持っておれば、豊能町も

っとよくなる思いまんねん。ただ、豊能町

の住民、我々も含めて、楽な生活をこの地

で一生暮らしていけばいいと。豊能町がな

かっても、池田市でも箕面市でもええわけ

ですわ。自分の生活が一生楽に暮らせたら

ええという認識の人のほうが多いんじゃな

いかと私は思ってまんねん。豊能町をよく

したいということで住んでおられる方は、

中にはおられるか知らんけど、私は少ない

と思います。それは町長が、今そないにお

っしゃっているけども、いざ立候補やって、

２年間過ぎたけども、いや、こんなはずで

はなかったと、今まで２年間のうちに町長

の思いを、いやこれはこれだけした。こう

いう思いはこれだけ、２年間かかってした

というのは、今の現実を考えて、ないわけ

です、我々、議員としても考えてもないし、

２年間、もう約、４年間の半分過ぎました

わな。そやけど、こんなはずではなかった

という認識の、やっぱり違いがあったんち

ゃうかなというふうに思いますねんけど、

その点は、町長、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  何をしてきたかという話でございますけ

れども、さまざまなことは、私はやってま

いってきたのかと思っております。最近で

言えば、豊能町の交通の構想、こちらを策

定させていただいて、今それに向かって進

めさせていただいているというようなこと

もございますし、またその中でも、ときわ

台の駅前の構想につきましても、この６月

にはお認めいただいて、今、検討を進めて

いるというところでもございます。あとは、

小さい話になれば、ふるさと納税、あれも

やらせていただいて、たくさんの御寄附を

いただいておったりでありますとか、また、

財政健全化プラン、こちらもこの４月に公

表させていただいて進めているというよう

なこともございます。それぞれ、いろいろ

やってきたかとは思っておるんですけれど

も、とよのんもイメージキャラクターとし

て、今、豊能町をＰＲしていただいている

かと思っております。いろいろあろうかと

思いますけど、簡単に申しますとそういっ

たことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 
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○１４番（川上 勲君） 

  ふるさと納税に関しては、いろいろある

意味でお世話になってますので、また今後

ともどうぞよろしくお願いします。 

  今、いろいろおっしゃいましたけれども、

まだ、今、道半ばですわな、ほとんどがね。

やはり、例えば先ほどの質問に出ておった、

庁舎へ入ったら、いらっしゃいませ、おは

ようございます、ありがとうございました、

それは町長のなったときには、張り切って

したと思いますわ。それ町長の指導が悪い

んか、あるいは職員の認識が悪いんか知ら

んけど、先ほどやじ飛ばしたように、豊能

町の中暗くなっておるぞと、状態が暗くな

っておるぞというやじを飛ばしたけど、何

か以前よりももっと職員が落ち込んでしも

うとるような、そういう認識するわけです

わ。私がいつも、表嫌いやから裏口で入っ

てきまんのや。そやけど、顔を見ても、こ

んにちはいう人が少ない。こっちが言うた

ら向こうもすんねんけどね。これ、知って

る人はそんでええねんけども、ほとんどが

知らん町民でんがな。やっぱり、いらっし

ゃいませとこんにちは、おはようございま

す、これはやっぱり町長が初めにここへ初

登庁しはって、何かそういう指導をしはっ

たということを、もっとやっぱり職員に指

導せないかんし、職員も聞かないかんけど

も、そういう状態になってない。こういう

ことですわ。 

  たまたまけさ読売新聞を見てましたんや。

ほんなら編集手帳の中に、読まれた人もお

られるかわからんけど、司馬遼太郎の「坂

の上の雲」の内容が載ってまして、その秋

山真之いう人が、その幼なじみの正岡子規

に、こういうふうに言わはったらしいです

わ。軍艦は遠洋航海に出て帰ってくると、

船底にカキ殻がくっついて船足が落ちると。

だから、人は経験は必要であるけども、経

験によってふえる知恵と、同じ分量だけの

カキ殻が頭につくというようなことをおっ

しゃったそうですわ。ほんで、今のこの安

倍政権に例えて言うと、安倍政権が発足し

て１年８カ月ですわね。それで緊張感が薄

れて、こびりついた貝は幾つもあると。例

えば最後は金目でしょと、大臣の心得違い

という貝。法案の条文や国会配付資料で訂

正に次ぐ訂正を出した、官僚の勘違いいう

貝ですわな。それから、安倍さんと、今、

地方創生大臣になった石破さんね。これは

すれ違いいう貝らしいですわね。ほんでき

のうの内閣改造で、その貝殻を全部こそげ

落としたと、こういうことが書いておるん

ですわ。そうすると、うちの町長も、田中

町長も、２年前に町長になって２年たった

と。町長になったときと今の状態で、これ

は認識違いちゃうかなという貝、そうちゃ

うかなと思って、これ読んでましたんや。

やっぱりそういう認識違いはありますか、

町長。ちょっと答弁願います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  それは、外から見ていたのと、中に入っ

たのというのでは、いろいろ、外で見て考

えていたことと、中で実際見たこととは、

やっぱり違うことというのは、認識が違っ

てた、私自身の認識が違ってたということ

は確かにございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  そこで、その認識違いを解消するのに、

これはやっぱり町長の指導力、リーダーシ

ップ、これをやっぱり発揮してもらわなあ
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かんわけですわな。ところが、今、町長の

リーダーシップを発揮できてるんかなとい

う思いがあるわけですわ。だから私はタイ

トルで、今後の豊能町の存続について、ど

ういう考え方をされてるのんか。その４年

単位の考え方と、あるいは１０年、２０年

の考え方、当然これはやっぱり違うて当た

り前ですわな。今後いろいろな手を、今現

在打たれてるけども、現実、どんどん、ど

んどん、どんどん、人が減っていってるわ

けですわな。先ほどの質問、よう例を挙げ

るけども、町税と職員の給料が、５０数％

から、もう今９５％になっておると。とい

うことは、若い人がどんどん減っている、

これは現実ですわな。だから基本的には若

い、年寄りはおらってもええか知らんけど、

若い人をどんどんふやさなあかんと。今後、

豊能町の存続について、若い人をふやすた

めに、大胆なやっぱり改革をせないかんと。

どういうことをしたら豊能町が今後、５２

３の中に入らんようになんのんか。町長の、

一遍、その基本的な考え方、お聞きしたい

ねんけどね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  まずはやはり、豊能町の利点を大きく生

かすためには、やはり都心とのアクセス、

こういったことをやっぱりきちっとしてい

くのかなと。それで、先ほど申しましたよ

うな豊能町の地域公共交通基本構想、こう

いったものを立ち上げて、これを短期、中

期、長期ということで着実にやっていきた

いというふうに考えておりますのと、もう

一つ、やはり駅前、先ほど、ときわ台の駅

前等の整備、こういったことの方針も検討

していって、そういったことをハード的に

は考えていけたらと思っております。 

  また、もう一つソフト的には、やはりこ

れ多くの方がこの豊能町に住んでいただく

ためには、一つはやっぱり、ここは非常に

教育のまちとも思っております。それは、

特徴としては、本当に繁華街等がないと。

要は子どもの誘惑がない。これはやはり一

つの、見方によったら大きなメリットでは

ないのかなと。やはりこういったこともど

んどん宣伝もしていきながら、多くの方に

来ていただきたい。特に若い御夫婦の方と

いうのは、なかなか家を持つというのも大

変ですけれども、豊能町であれば比較的安

い値段で持つこともできる。また、初心者

であるお母さん、お父さんにとって、子ど

もを育てやすい。誘惑が少ないというのは、

これは非常にメリットとしてあるのではな

いかなと。先ほどの増田寛也さんの話では

ないですけれども、やはり人口をふやすと

いうことで、短期的には都心の人が、こう

いうところ、都心では子どもは少ししか持

てないけれども、仕事を持ちながら、仕事

を持って安定しながら、こういったところ

で大きな家に住んでいただいて、子どもを

たくさん産んでいただくということは、大

きな日本の人口が減っていくという流れの

中でもかなってる話だと思いますし、私は

そういったことで、豊能町のメリット、こ

ういったことを生かしながら、ＰＲ等もし

ながら、どうやっていけば若い人がこちら

に来るのかというのも、今いろいろ思案と

いうか、ある企業の方とも話をしながらと

かしておるところですけれども、まずはＰ

Ｒ、これは申しましたように、できること

からということで、そういった案を練りな

がらも、一つはやはり豊能町をＰＲ、住宅

展示場なんかで、ここを知っていただく、

そこのセールスマンに知っていただくとい

うのは非常に大きな話ですので、そこに対
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してＰＲを打っていくとか、できることか

ら着実に、また、提案については、そうい

った企業の方とも話をしていきながら進め

てまいりたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  基本的な考え方から、具体的な考えまで

一緒くたに答弁してもうたけど、要は、例

えばその西地区、豊能町は西地区の新興住

宅地、あるいは希望ヶ丘と旧村とあるわね。

例えば新興住宅地であれば、基本的にその

子どもが高校になって通うとか、あるいは

塾の費用を出すとか、結局その土地の値段

が安かっても、そういう日々の金が要るわ

けですよな。だから、例えば、そんな交通

公共何とかかんたらやなしに、豊能町バス

買うて、千里中央まで、池田まで、豊能町

のバスで送ったるわと、ただで送ったるわ

というぐらいのＰＲ。それから、３月の質

問、町長にしたけども、学校へ、塾に開放

して、その塾代も安うして、高学歴の人を

どんどんふやすと。その人らが大きなって、

親は残って子どもが出ていってもよろしい

がな。別に２世代、必ず住まんなんことな

い。次の若い人がまた入ってきたらええわ

けですわ。そういう大胆なことをやっぱり

していかんと。よその地域と同じようなこ

としとったら、結局一緒になってしまいま

んねん。ほんで旧村の農村地域は、これは

やっぱり百姓しよう思ったら、地産地消や

何やいうて言うてるけど、結局今の切畑、

余野とか寺田、あるいは野間口なんかはあ

る程度圃場整備できておるけども、その他

の地域は圃場整備できてませんねん。そん

なとこで大規模な農場経営みたいのできま

へんわ。やはりもう、地主には土地出せと、

無理やり提供させて、町は圃場整備やって、

ほんで大規模経営をして、土地を出した人

に残った金を分配していくというような方

法をやっぱりしていったら、ある程度豊能

町の農業経営もできていくけども、できて

いくと私は思ってんねんけども、そういう

形をとらんと、なかなか、ちまちま、ちま

ちましたことをしておっては、豊能町は生

き残りできへんと思いまっせ。今、住宅料

補助とか、また、今、不動産屋に広告を出

すとか、いろいろなことをされてるけど、

やはりそういう、もう根本的に変えていく。

大胆なことをせなあかんと。そういうこと

をやはり、ほかの方法でもよろしいから、

町長が、トップがやっぱりそういうことを

考えて、結果はええか悪いかはわからん。

わからんけど、それは後の人が評価しまん

ねん。結果を恐れたら何にもできひん。だ

から職員の、先ほど言った給料も、給料下

げたら職員困るわけですわ。むしろ上げて

やったらええわけですわ。上げてやるいう

ことは、仕事をふやしたらよろしまんねん。

ほんで人を減らしていくわけですわな。仕

事はちょっとふえてでも、給料上がったら

みんな一生懸命仕事しまんがな。そういう

発想で、やっぱり職員も仕事してもらわん

と、金がないから給料下げまんねんと、ほ

んだら仕事をせえへん、仕事をせえへんか

ったら人をようけ雇わんなん、そういうま

すます給料がようけ出ていくという逆転の

発想になるわけですわ。そういう、やっぱ

り根本的に大胆な発想やって、今、ひと・

もの・しごとづくりで地方再生相かなんか、

石破さんがなりましたわな。あれでも恐ら

く利用できると思いまっせ。国のそういう

ことを利用して、大胆な発想でやっぱりし

ていかんと思うねんけど、町長、どないで

っか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 
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  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  そういった提案、大胆な発想、私も考え

ていかなあかんのですけれども、また皆さ

んからもお知恵をいただいて、また、先ほ

どまさにおっしゃっていただいたように、

補助金等については川上議員のお力もかり

ながら、獲得できれば非常にありがたいな

とは思っております。そのあたりは当然、

これ、私は私で当然考えていかなあかんと

思ってますし、また何か皆さんも何かいい

案がありましたらまた教えていただきまし

たら、検討はしてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  教えていただいたらいうよりも、自分で

それはやっぱり発想せんと、町長も政治家

の一人ですわ。この３１日でしたかな。日

曜日の大河ドラマ「軍師官兵衛」やってま

すやろ。あれ見はりましたか。見てはりま

へんか。あれ秀吉の軍師ですわな。ところ

が官兵衛の助言によって秀吉がどんどん、

どんどん、どんどんえらなっていったと。

えらくなるいうより勢力を拡大していった

と。それで九州の島津を攻めるのに、九州

の諸大名を落としていって島津も降参した

と。ほんで福岡のどこかでキリスト教のイ

エズス会の人が挨拶に来ましたよな。その

ときに、長崎にごっつい大砲を積んだ軍艦

がとまっておったんですよ。あれは何じゃ

というて言うたらしいですわ。ほなそれは

挨拶に来た人、名前は何とかいう人やね、

コエリョという人が、あれは私どもの持ち

物やと。人はどんな人が動こうと、私の指

揮下で動く船やから、私の言うことしか聞

きませんということを言うたんですわ。途

端に秀吉はキリシタンを禁止したんですわ。

何でかわかりまっか。これは、信長の時代

に比叡山の焼き討ちやったり、一向一揆や

ったり、宗教が余り力を持つとろくなこと

がないと。ヨーロッパのスペインなんかは、

ポルトガルも一緒やけども、東南アジアか

らずっと植民地にしてきましたがな。最後

に残ったのは日本や。日本も占領施策です

わ。あのまま、高山右近も余り悪いこと俺

は言いたくないねんけども、ないねんけど

も、あのままキリスト教を布教していくと、

日本全土がキリスト教になってしもうたら、

恐らくヨーロッパの植民地になっておるは

ずなんですわ。だからあのときに、おまえ

もキリシタンか言うて秀吉が官兵衛に言う

たけども、キリシタンはもう禁止やという

ときに、官兵衛は口答えしよう思ったけど、

もう物を言うなととめましたわ。物を言う

たらおまえも切らざるを得んということに

なりますわな。それこそ秀吉が政治家やか

ら、それは言えることですわ。そういう将

来のことはわかっておるから。政治家はや

っぱりそんなもんやないとあかんと思いま

んねん。人の恨みを買うてでも、豊能町を、

将来残せていこうと思ったら、豊能町の百

姓の土地を半強制的に取り上げてでもやっ

ていくべきことはやっていかなあかんと。

これはやっぱり政治家、首長の役目やと思

いまんねん。その決意が町長にあるのかな

いのか。ちょっと一遍答弁願います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  今、具体の話ですけども、取り上げてま

でとなりますと、そこまではないです。た

だ、確かにこれは正しいと思ったことは、

少々、私、恨まれてもそれは頑張ってまい

りたいという決意はございます。 



 

 2－63 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  私は先ほど高山右近のことも言うたけど、

高山右近は熱心な宗教家ですわ。だから領

地や、それを取り上げられてでも、私はキ

リシタンを信心して一生いきますと、これ

はやっぱり崇高な考え方ですわな。来年、

没後４００周年やから、盛大に豊能町のた

めにやっぱり売っていこうということを思

ってまんねんけども、片や政治家は、やっ

ぱり秀吉みたいな、そういうやっぱり考え

方でいかんとあかんと思ってまんねん。そ

のためには、やはりこの豊能町にはただ一

つ、負の遺産が残っておるわけですわ。負

の遺産のもんはできるだけ早いこと処分し

てしまわんと、それがいつまでもつきまと

ったら結局何もできないということで終わ

ってしまうから、負の遺産、わかりますわ

ね。それを早いこと切ってしまわんとあか

んと。そのことに関して、町長どのように

思ってはるか、一遍、答弁願います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  まさにダイオキシン、負の遺産について

は、これは早急に、これまでの本当に豊能

郡の問題でもありますので、これはやっぱ

り早急にやってまいりたいと思っています

し、これまでもやってまいるというふうな

ことを決意して、新聞等でも書かれている

というとこでございますので、この負の遺

産については早急に処理したいという思い

は十分ございますし、やってまいりたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  これ今までから、平成１２年でしたかな。

平成１２年ごろに戸知山で、ジオメルト法

で処理するということができなかって、そ

れから今、平成２６年やから、１４年か１

５年たってまんねや。早急に処理する、早

急に処理する言うて今まで来て、まだでき

てまへんのや。ほんで町長も２年前に立候

補して、あれは早急に処理せなあかんとい

う思いで立候補されて、処理せなあかんと

思ったと思うけども、もう２年たってまん

ねや。今、早急に、またしたいと言うては

るけども、その早急した、思った２年が、

次の２年の早急にかわるかもわからん。結

局４年間処理できんわけですわ。具体的に、

早急にじゃなしに、何年何月までに処理し

ますという、ここで宣言できまへんか、町

長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  それにつきましては、やはり任期内には

処理していきたいというふうに思っており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  任期内いうのは、あと２年ですわ。平成

２８年の９月までに処理でっか。私はそれ

はひょっとしたら無理かもわからんと思う、

そこまで延ばすと。やはりもう来年の３月、

少なくても平成２７年の３月には処理しま

んねんということで、あと１年残ってのこ

とがあればええけども、もう任期までにっ

て、任期までにもし何かあって処理できひ
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んかったら、恐らくもう次の代、違うた人

の代になりますわ。また一からや。恐らく

そうなると、これ、処理できんようになり

まっせ。そやからさっき、ひとつの例挙げ

て言うたように、圃場整備して大規模な農

業集約するのに、土地を取り上げてでもせ

なあかんというのを言うたのは、何で言う

たかいうたら、反対があっても処理してま

えという意味のことを、私、言うたつもり

やねんけども、どないでっか、それ、町長。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  これやはり豊能町にとって解決しなけれ

ばいけない問題ですので、反対はあるかも

しれませんけれども、それはやはり豊能町

全体のことを見て、やはり適切には処理は

してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  町長、反対はあるかもしれないけれどじ

ゃ、反対はおまんのや。反対はあって当た

り前ですわ。反対があってもやってしまう

という勢いを見せてやってしまわなければ、

政治家とちゃいまんねん。政治家は人の批

判を受けてでも、絶対やらんなんことはや

っていかなあかん。それがさっき言うた秀

吉ですわな。高山右近や黒田官兵衛や千利

休やらにいろいろ反対された、自分の取り

巻き連中に。そやけど、これはこういうぐ

あいにせんと、日本は近いうちにヨーロッ

パの植民地になってしまうというぐあいに

思ったから、人の恨みを買うてでも禁止令

を出したわけですわ。そういう覚悟がなか

ったら、これは町長、職をやめなあかんと

思いまっせ、それは。そういう覚悟を持っ

てもらいたいと、私、思ってまんねん。ど

ないでっか、町長、それ。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  任期内には、できるだけ早い時期には処

理したいという覚悟は持っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  いや、覚悟はあってもええねんけどね。

やっぱり目的を一つ設定して、それからや

っぱりさらってこんと、これをしたいから、

そのためにはこういうぐあいにしていかな

あかんという目標を設定せんと、任期中に

はいうたら、何や任期中、目標はあるけど

も、何かぼやけた感じしまっしゃろ。やっ

ぱり一つ物事をしよう思ったら、やっぱり

物事を設定せんとあかん。私はそう思いま

すので、これからまた町長、そういう考え

でやってもらいたいと思ってますので、あ

と２年間、できるだけ早い時期に処理頼み

まっせ。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、豊能第一クラブの一般質問を終

わります。 

  次に、日本共産党の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  日本共産党の高尾靖子でございます。 

  きょうの最後の質問でございますが、ど

うか皆様、しっかりと答弁していただきま
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すよう、よろしくお願いいたします。 

  では、提出しております質問事項の順次

いたしますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  一つ目は、小さくても輝く、安心して暮

らせるまちづくりということを、大きく題

名として出しておりますが、その一つとし

て、町民との信頼、協働のまちづくりを求

めるということを、私は願っておるんです

けれども、町長のタウンミーティングの予

定はいつされるのか。これは６月議会にお

聞きしております。例えば、漠然とすると

いうことでなかなかできないのであれば、

環境や教育、福祉、平和、健康のそういう

テーマを柱として、住民の意見や要望を聞

いて、緊急性の高いものから取り組むとい

う計画はどうなのかということですが、い

かがでしょうか。お聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、町民との信頼、

協働のまちづくり、言っていただいてます

ように、昨年は御存じのように、福祉の分

野で地域に根差した活動を進めておられる

地区福祉委員会や、ボランティアとしてさ

まざまな分野で住民の皆さんの支援を行っ

ておられるボランティアグループの皆さん

と意見交換を実施させていただきました。

地区福祉会６地区、ボランティア連合会、

連絡会と。今年度につきましては、先ほど

優先順位という話はあったんですけれども、

これ実は話題に出ております、人口、増田

寛也さんの関係で、人口が減ると。特に若

年女性が急減すると。急減といいますか、

２０４０年には半減以上するということで、

この豊能町も挙げられていたといったこと

もございましたので、こちらで、まずはや

はり、それであればいかに若年といいます

か、若年女性またはその子育て世代の方に

いろいろ御意見を聞くということは、これ

喫緊の課題だということで、既に今、ＰＴ

Ａの役員等と、今、意見交換をしていると

ころでございまして、全部の幼稚園、保育

園、小学校、中学校のＰＴＡの方と、役員

の方と意見交換を、今、していっていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  子育て世代いうのは、豊能町としては、

今、重要な課題だと思います。その点では

どんどん進めていっていただきたいという

ふうに思うんですけれども、これはいつま

でに終わらせて、そういう結果をまとめて

いかれるということになると思うんですけ

れども、それをどのようにこれから来年度

に反映させていくということになるのか、

その点の計画はいかがなんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  こちらについては、いつまでにというか、

もうあとちょっと、今、スケジュール表が

ないので、あれですけども、この１０月に

は一定全て聞くことになるのではないかと

思っております。 

  どういうふうに反映するか、これにつき

ましては、それぞれの御意見を聞いた上で、

予算の中で反映できるものについては反映

はしていきたいというふうに思っておりま

す。 

  以上でございます。 
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○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  子育て世代といいますか、若い方へのあ

れですから、教育に関係するところに行か

れて、集中されているということですが、

教育委員会のほうもそれは加わってされて

いるのか、単独で行われているのか、その

点いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  話を伺いますのは、私、単独で行ってお

ります。このことについては、当然、教育

委員会のほうにも話聞かせていただくとい

うふうな話をさせていただいた上で、話は

私単独で行かせていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  それは、どのような頻度で行われている

のかというのと、それと、お一人でそうい

う話を詰めてしていけるのかどうかいうと

ころに、ちょっと物足りなさがあるんです

けれども、その点はどのような詰めで行っ

ておられるのか。子育て世代を大事にして

いかなあかんいうことでございますけれど

も、それを広げていくということが大きな

課題だと思うので、その点についての進め

方はどのようにされているんですか。そう

いうところにお話をされて、どのようにし

てもらおうという、そういう計画なんです

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  進め方といいますか、これについては、

より多くの方にやっぱり御意見いただこう

ということで、私、聞き手一人で聞かせて

いただいてます。 

  それと、どのようにするかという話です。

これは、まずはいろいろ率直な御意見です

ね。このまちになぜ住むことになったのか

とか、このまちのよさとか、逆にこうやっ

ていったほうがいいのではないかとか、も

しくは何か提案することはないかとか、そ

ういった形で基本的なことですね。あとは、

ざっくばらんに、お子様は何人ぐらいお持

ちですかとか、そんな話も聞きながら、率

直な御意見を、今、聞いていっているとい

うとこでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  町長がお一人でお聞きになっているいう

ことですので、その点について記録をされ

ている方はついておられるのかと、そうい

うようなことを含めて、後でまとめていく

話になるんじゃないかと思うんですけれど

も、それによって、実のあるミーティング

ですね、幼、小、中いうテーマが可能にな

るんだと思うんですけれど、その点はいか

がでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  こちらにつきましては二人で、私ともう

一人ということで行っておりまして、当然

その記録というか書いては残しております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ぜひ、これは町長の思いで計画されたタ

ウンミーティングということでの計画です

ので、実のあるものになってほしいという

ふうに願っております。子育て世代での人

口をふやしていくいうことが大きなテーマ

になる、最終的にはなるんだろうと思うん

ですけれども、やはりこういうことの、早

く取り組んで、それが具体的に進められる

ように、ぜひとも進めていくことが大事だ

と思いますので、これはまた結果といいま

すか、その過程をまた御披露していただく

日が来ると思いますので、その点よろしく

お願いいたします。 

  次に行きます。 

  公共施設の老朽化に伴う対策を問うわけ

ですけれども、現在、耐震化などは進めら

れてはきているものの、まだ、建物がやっ

ぱり古くなって雨漏りがするとか、いろい

ろ支障が出てきております。例えば西公民

館の和室の雨漏りも、私も和室をよく利用

させていただくんですけれども、あそこは

やはり何か災害があったときには住民の避

難場所となる西公民館です。そういうとこ

ろをぜひ早く、そういう住民さんの避難場

所として集まるところに関しては、安全・

安心になる避難所となるように、ぜひ老朽

化対策をきちっと進めていただきたいと思

うんですね。吉川支所にしても、天井雨漏

り、もう１年半ぐらいになるでしょうか。

ずっと玄関入りましたら、上を、天井のほ

うを見ると、ずっと、ちょっと醜い状況に

なっておりますので、玄関口、豊能町の西

地域の玄関口としては、はやくそういう安

全な対策をとっていただきたいというふう

に思うんですけど、この点のお考えはいか

がでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  御指摘いただいております、西公民館の

和室に雨漏りがあるということは承知して

おります。それにつきましては、台風等で

風雨が大変強いときに発生しておりまして、

雨がしみいる場所、その原因について、今

現在調査中でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  吉川支所の雨漏りでございます。これに

つきましては、今年度実施設計の予算を頂

戴しておりますので、その中で雨漏りを含

めた最低限の改修というようなことを実施

してまいる計画でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  この点につきましても、やはりまちづく

りの一つとして、何かあったときにはやは

り事が大きくならないように、しっかりと

取りかかっていただきたいと思います。 

  次に、防災計画についてお伺いいたしま

す。 

  減災、災害の段階で被害を押さえること

が一番大事だと言われております。ハザー

ドマップ等の進捗、このことをお聞きした

いわけですけれども、対策に当たっては、

やっぱり被害は多様な形で発生するという

ことが、今回の広島の土砂災害、また、大

雨が集中的に降るというような事態が起こ

っております。こういうことでの建物倒壊

や、また、家事、家のことですね、家事、

交通、ライフラインの途絶、また、医療福

祉の機能の麻痺等がいろいろと考えられて、

全国のあちこちでの被害を見ましても、大
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変なお金もかかりますし、時間もかかりま

すし、また人命救助にも大変な、甚大な時

間がかかっているような状態でございます。

そういうところでの対応はどうなっている

のか、ぜひお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、ハザードマップの進捗ということ

でございます。ハザードマップにつきまし

ては、平成２４年度に川尻でつくっていた

だいております。また、平成２５年度には

吉川でため池のハザードマップを、ことし、

平成２６年度には寺田でというようなこと

で取り組みを進めていただいております。

新光風台につきましても、平成２５年度に

洪水リスクとか土砂災害の危険地域をマッ

ピングされたというようなことで、避難訓

練等にも取り組んでおられるというような

ことでございます。今後につきましても、

全ての地域でハザードマップ等をつくって

いただきたいというような思いを持ってお

りまして、行政連絡協議委員会等におきま

して、ハザードマップの作成とか出前講座、

避難訓練の実施等をやっていただくように

呼びかけをしておるというところでござい

ます。特にハザードマップにつきましては、

自分の住んでいる地域が危ないところであ

るとか、避難経路が二つ、こっちもあっち

も考えられるとか、いろいろな想定をして

いただける非常によい機会でございますの

で、それを活用してまいりたいというよう

なことで、今後とも自治会に働きかけてい

く予定をしております。 

  二つ目の、非常時の対応をどう考えてい

るのかというようなことでございますけど

も、まずは逃げていただくということが一

番先に来るわけでございますけども、町と

いたしましても、そういうお知らせをする

努力というのが大事でしょうから、そうい

う非常時の緊急連絡の方法等を今後も考え

てまいりたいと。今現在つくっております

地域防災計画において、それらについても

盛り込んでいくというような計画でござい

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  それら、今お聞きしましたようなこと、

大変重要だと思いますし、緻密にその点は

練っていって、計画していっていただきた

いと思います。その中で、こういう災害時

には、先ほども午前中にも出ておりました

けれども、自主防災組織、そういうものを

立てて、自分の住んでる地域の皆さんとと

もに力を合わせて避難をしていく、そうい

うようなことを支え合っていけるような状

態もつくるいうことも重要だと思いますの

で、その点についてのところも力を入れて

いただきたいと思います。 

  それと、災害時の停電に対応することも

重要だと思っております。これはライフラ

インということになるんですけれども、あ

ちこちのまちで、私がちょっと調べたとこ

ろでは、災害時に対応できる太陽光発電な

んかの取り組みで、停電時にはそれを切り

かえて自然エネルギーの地産地消を目指し

ていっているということが、今、伝えられ

ているんですけれども、大規模なメガでは

なく、その避難所の一番大きな部分、人が

集まる部分についてはそういう対策も必要

じゃないかと思いますので、その点の計画

はどうなのかをお聞かせください。計画さ

れるかどうか。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 
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  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  避難所等への太陽光パネルの設置という

ことでございますけども、町の施策といた

しまして、そういうことについては必要で

あろうというふうなことは考えてございま

す。ただ、実際に太陽光パネルをつくると

いうことにいたしますと、屋根であります

とか屋上の改修にあわせてやるとか、そう

いう荷重に耐えられるかというようなこと

を調査しなければならないので、直ちにと

いうことではないというふうに思っており

ます。 

  それから、今、議員が停電のときに切り

かえるというようなことをおっしゃいまし

たけども、これ太陽光パネルだけがありま

しても、昼間は確かに議員のおっしゃると

おりできるんですが、蓄電池をセットでつ

けないと、夜であるとか雨の日であるとか

に使えないと。今発電したものを今使うと

いうことは可能なのですが、電池の仕組み

も同時に必要ということで、実は太陽光パ

ネルよりもその電池の施設が非常に高価で

あるとか、大きいであるとかいうようなこ

とも聞いてございまして、それをセットで

ということになると、非常に難しいのかな

というような思いも持ってございますけど

も、今後それらも含めて検討してまいりた

いというふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今後は全国的な、そういう大きな災害に

対しては、検討していくことが一つ求めら

れると思いますので、財政が逼迫している

という中で大変だということもありますけ

れども、やはり命を守るということから、

こういう対応もぜひとも検討の中に入れて

いって、防災計画を充実したものに、また

していっていただきたいと思います。その

ことをぜひ願っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

  そういうもとで、土砂災害いうことが豊

能町でもあったわけなんですけれども、こ

の間、私は８月２６日に国、府のほうへ、

環境省のほう、また土砂災害に関しての要

望に行ってまいりまして、この点について

国土交通省ですね、人の命を守るにはハー

ド面の対策だけでなく、土砂災害防止法で

規定したソフト面での整備が重要だと、地

元住民や地元の方と手を取り合って、砂防

対策を進めていくというふうに答えておら

れますので、この点についても十分、今の

土砂、残土の問題がありましたけれども、

こういう問題が起こらないようにするため

にも、早くこういう話し合いを進めて、き

ちっとした条例制定していっていただきた

いと思いますし、規制をできるきちっとし

たものにしていっていただきたいと思うん

です。 

  それと同時に、ダイオキシンのことも含

めて交渉したんですけれども、ダイオキシ

ンの交渉はいろいろと、これまで御苦労で

したというふうなことをおっしゃいました。

もうよく事情は知っておられまして、この

点については交付税を８割方は交付できる

だろうというふうなお答えがありました。

財政支援も含めて、国としてできる限り対

応したいというようなこともありましたの

で、もうこのことは、やはりもう早く取り

かかってやらないと、私はいけないと思う

んです。これは町長のやっぱりやる気だと

思いますので、この点について腰を上げて

本格的に取りかかっていただきたいと思い

ます。 

  前後しますけども、土砂災害、残土問題

でも、府が、今、立てかえているお金は８

億2,０００万円も使われているし、今後、
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バス代のことが整理ついたら、約１０億円

もかかるというふうに言われておりまして、

やっぱり起こってからではこういう大きな

お金が出ていくと。豊能町はこれ負担はし

てなくて、府が立てかえてるいう格好なん

ですけれども、それでも大きな、それこそ

規制ができなかったがために、こんだけの

大金が自治体、大阪府のあれですから、大

阪府の府民税から出てるわけですから、や

はりそういうことを早く押さえていくとい

うことが重要ですので、町長、心して、ぜ

ひその点しっかりと進めていっていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

  次に、介護保険改正について、いろいろ

と問題が出てきております。今回、条例も

一つ出ておりますけれども、要支援１・２

の訪問通所介護を保険給付から外して、自

治体の事業に丸投げするということになっ

ておりまして、介護保険は年金から天引き

されているのに、保険者が使いたいのに使

えない問題が出てきているわけです。町の

対応としては、もう提案しておりますけど

も、現在の要支援サービスの継続、二つ目

は利用者負担の軽減、三つ目は要介護認定

の申請権を侵害しないこと、四つ目はサー

ビスに見合った単価の保証、五つ目は自治

体に必要な事業費確保ということを、これ

願うわけなんですけれども、こうした諸問

題、五つの諸問題について、どのように対

応されようとしているのかお聞かせ願いた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  まず１点目ですが、少し、介護保険の誤

解といいますか、ちょっとわかりませんが、

議員おっしゃっておられるのは、要支援

１・２の介護予防が給付費用の６割を占め

る訪問介護、通所介護が、介護保険から外

れるというふうにおっしゃいましたけれど

も、そうではございませんで、国のほうで

は予防給付の見直しをすると。それは何に

なるかというと、地域支援事業の中の総合

事業のほうに移行すると。財源についても、

従前のままでほぼ移行されてくると。なぜ

そのようにするのかという、その目的でご

ざいますが、それは現行では、今までは介

護事業者でないと提供できなかったヘルプ

サービスであるとかデイサービス、それが、

もともと考え方を少し改めまして、市町村

が中心となって、地域の実情に応じて、住

民等の多様な主体が参画した多様なサービ

スを充実することで、地域の支え合い、体

制づくりを進めて、効果的かつ効率的に支

援等を行うということなんですね。具体的

に申しましたら、先ほど申し上げたように、

介護事業者でないとできなかったものが、

実は財源としては変わりませんけれども、

規模としては変わらないけれども、例えば

ＮＰＯの法人であるとか、シルバーさんで

あるとか、極論をすれば時間のあいたお母

さん、主婦力といいますか、女性力という

のですか、そういう方々でさえも、多様な

主体がということですから、そういう方々

も、その相手さんによって、ヘルプサービ

スは専門的なヘルパーさんでないとできな

いというふうに我々は考えますけれども、

その方の状況によっては家事援助で済む場

合もありますし、専門的なヘルパーさんで

ないといかん場合もあります。そうしたと

きに、専門的な方にしてもらうと非常に単

価が高いと。だけど、女性力の、持ってく

れはったならば、単価がもう少し、ちょっ

と安くなる可能性もあるし、シルバーさん

がやってもらっても、また単価が安くなる

可能性もある。そうしたならば、パイが１

０あるものを、より多くの多様な主体が、
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多様なその人の多様性によって提供するこ

とができると、それを厚労省は目指してお

るようなことでございます。なので、結果

としては文章のとおりですけれども、効果

的かつ効率的な提供を、市町村が主体とな

って目指しなさいと、だから財源は有効に

活用して、そのサービスだけは維持しなさ

いと、こういうことなのですね。なので、

丸投げというのでは、ちょっとないのかな

というふうに、私は思っておりまして、町

の責任は重くなりますけれども、そういう

ものを目指していくと。 

  利用者の負担の軽減のことでございます

が、それは現在の制度においても、保険料

の減免の制度、また利用者負担の軽減の制

度がございまして、それが別に変わってお

るわけではございませんので、ちょっと誤

解のないようにお願いしたいと存じます。 

  また、これまでも要介護認定の申請権を

侵害しないことというふうに御指摘いただ

いておるわけですけれども、これまでも介

護認定の申請権を侵害したということでは

ございません。必要に応じて、更新であれ、

新規の申請であれ、私どもは受け付けてき

たわけですから、またそれは第三者機関と

しての医師を含む介護認定審査会のほうで

認定されて、要介護度、また要支援なりを

判定してきたわけですから、それは全く変

わりません。 

  サービスに見合った単価の保証というこ

とでございますが、残念ながら介護サービ

スごとの単価については、今現時点では国

で定められております。したがいまして同

一の単価となっておるわけです。先ほど申

し上げたように、第１問の回答で申し上げ

たように、この、先ほどの６割を占める訪

問介護、通所介護については、市町村のほ

うで多様な主体が多様な方に対してやって

いくわけですから、単価設定が非常にばら

つきがあることになりますけれども、現時

点においては国のルールということで、今

後その報酬につきましては、また検討する

といいますか、我々もまた業者さんという

か、その主体の方々と相談しながら報酬は

設定していくことになるのかなというふう

に思っております。 

  自治体に必要な事業費の確保ということ

ですけれども、これは介護保険自身は御存

じのとおり、１割は利用者負担、今後はま

た所得の制限があって、高額な方は２割に

なる可能性がありますけれども、今現時点

では１割、その１割を引いた残りの事業費

の９割ですが、その半分は公費、国、府、

市町村。また、その残りの半分は、９割の

うちの残りの半分は１号被保険者、２号被

保険者になっておるわけですね。なので、

今はそのルールがあるわけですけれども、

今後、議員指摘のとおり、機会があるなら

ば、なるべく市町村の負担なり、１号被保

険者の負担が軽減されるように要望してま

いりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  丸投げいう言い方をしましたけど、一部

ですね、これが市町村の仕事として回され

てきたということなので、その点のことで、

ＮＰＯ、シルバーの方たちが、ボランティ

アですね、お母さんとかいうふうなことが

支えられるような感じで述べられたんです

けど、介護というのは責任ある仕事でもあ

るわけで、人命を支えるというようなこと

があります。そういうところでの研修とか

そういうことはされるんでしょうか。研修

制がもたれるということでの、接すること

になるのかどうか、お聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 



 

 2－72 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  議員御指摘のとおり、例えば女性力を頼

りにするとか、ＮＰＯさんであるとかシル

バーさんに対して研修等を考えるかという

ことは、考えなければならないと思います。

しかしながら、先ほど申し上げたように、

サービスを受ける方は、身体的な専門職と

してのサービスを受ける方もおれば、家事

援助程度の軽易な、例えば洗濯の取り入れ

とか、そういうものもあるわけですので、

それは多様性に応じて適切にサービスが提

供されるように、私どもは考えていかなけ

ればなりません。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  その、適切に振り分けるというのは、町

がそのことをきちっと指示していかれるの

かどうか、お聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  町が判断するというのか、コーディネー

ターの方が、その要介護度の判定に従いま

して、例えば要支援１・２であるとか、要

介護の１・２・３とか、そういう方に対し

て、その、適切に、この方の身体状況であ

るならば、これは買い物の援助だけで済む

と。身体介護が必要で、専門的な身体介護

が必要であるというのは、そのコーディネ

ーターが判断された場合には適切なヘルパ

ーさんを派遣することになると、そういう

ふうに役所が判断する、確かに主体は市町

村ですので、役所が判断すると言えるのか

もしれませんけれども、詳細にはコーディ

ネーターが相手さんを見て、適切に判断し

ていくということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ちょっと時間がなくなってきたんですけ

どね。コーディネーターは町が決めるんで

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  町の職員だけではございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ６月にお聞きしましたら、要支援１・２

の方が相当、人数、３００人ぐらいでした

か、相当人数おられるいうことですので、

その振り分けいうのは大変な作業になって

くると思いますけども、それこそ介護の手

を漏れなく皆さんに提供できるように、ぜ

ひともきちっと目くばせして、本当に適切

に進めていっていただきたいと思います。

その点また次に向けて質問させていただき

ますが、安心・安全のために、ぜひ高齢者

が安心して暮らせる、そういうものにして

いただきたいと思います。 

  次に行きます。 

  老朽化対策、これは教育委員会の関係に

なるんですけれども、ユーベルホールの舞

台装置の改善って、朝も質問ありましたけ

ど、安全・安心なホール、また劇場法など

が昨年できまして、法律ができたことで、

これに基づいて、やはり市町村、文化振興

基金などを使って、きちっとした対応がで

きるようにできないものかというふうに思

うんですけども、これは前回もお聞きした

ら、予算権は教育委員会にはないというこ
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とで、町長がお答えになったんですけども、

やはり町長として、これを心してきちっと

進めていっていただきたいと思うんです。

町長は公約に、ユーベルホールを文化発信

拠点として活用していくというふうに、豊

能町として、町長として出られるときに、

きちっとしたこういうものを出されており

まして、やはりこれによって町長は当選さ

れてきたと思います。こういうところは物

すごく大事なところなので、ぜひとも老朽

化したところは計画どおり進めていくいう

ことが重要だと思うんですが、その点お聞

かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  そちらにつきましては、まずその公約の

とおり、まず存続ということをさせていた

だいて、まず一番危険なところですね、必

要最低限危険な部分について改修をさせて

いただいたというところでございます。そ

の後、財政健全化プラン等を立ち上げて、

その中で、町全体で見回してみまして、今

回、改修はちょっと先延ばしにさせていた

だいているということでございまして、そ

の中で、今の改修している中で進めていき

たいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  こういうものは余り先延ばしにすると、

やはり大勢集まって舞台を台なしにして、

補償問題にもかかわってくるようなことも

起こり得るわけですので、その点きちっと、

先延ばしっていうふうにおっしゃいました

けれども、計画を持って、文化振興基金も

あるんですから、ぜひそういう基金も使っ

て、基金は何が何でもため込んでいかない

といけないいうものでもありません。必要

なときに使うということで貯金もしてるい

うことになっているわけですから、文化振

興基金を使って、ぜひ進めていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  文化振興基金の件でございます。これに

つきましては、毎年度ユーベルホールに充

当しておりまして、それはハード面ではな

くソフト面、管理運営の経費、それから自

主事業の経費、これに毎年度、文化振興基

金を充当しておるという状況でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  それならば、安心して使っていただける

ホールにするためにも、やはりいつ事が起

こるかわからないというようなことではな

く、きちっと安心、これで安心できるとい

うもので使える、そういう方向でぜひ進め

ていっていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  照明と、それから音響とも、経年に伴う

修繕は当然必要と考えておりまして、現状

では主催事業及び貸館事業で問題なく快適

に御利用いただけますよう、最善を尽くす

こととしております。よろしくお願いいた

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 



 

 2－74 

○１２番（高尾靖子君） 

  文化ホールというのは、住民の文化を高

めるということで、豊能町のよさが一番に、

豊かさといいますか、そういうところが伺

えるということでございますし、この、き

のう、おとつい配られました教育の点検と

いうふうなところにも、文化ホールをどう

するのかというふうな、住民自主的活動団

体へより一層の支援を図るというところで

のことが掲げられております。そういう中

で、文化ホールをきちっとした安全に使え

るものにしてほしいということも申し述べ

られております。こういうことで意見書、

後で学識経験者の方が書いておられますけ

れども、活動の裾野を広げる、基礎を育て

る必要があるということでの、こうしたこ

とが、やっぱり文化ホールの安全性が高め

られなければならないというふうに思いま

すので、ぜひともその点については努力し

ていただきたいと思います。 

  もう時間がなくなったんですけれども、

一つ、中学校給食についてのアンケートの

結果についてだけ、保護者、また厳しい意

見もありますが、見直しを含め、今後の対

応についてお聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  安全で安心な給食が提供されますよう、

今後指導監督をさらに進めてまいりたいと

思います。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ありがとうございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、日本共産党の一般質問を終わり

ます。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会をいたします。 

  次回は、９月５日、午前９時３０分より

会議を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後３時５２分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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